
昭
和
二
十
七
年
会
計
検
査
院
規
則
第
三
号

計
算
証
明
規
則

会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）

第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
き
、
計
算
証
明
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則

第
一
節
　
通
則
（
第
一
条
・
第
一
条
の
二
）

第
二
節
　
電
磁
的
記
録
に
よ
る
計
算
証
明
（
第
一
条

の
三―

第
一
条
の
六
）

第
三
節
　
計
算
書
及
び
証
拠
書
類
の
提
出
（
第
二
条

―

第
十
一
条
）

第
二
章
　
国
の
会
計
事
務
を
処
理
す
る
職
員
の
計
算

証
明

第
一
節
　
通
則
（
第
十
一
条
の
二
）

第

二

節

　

国
の
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う

職
員
の
計
算
証
明
（
第
十
一
条
の
三―
第

十
一
条
の
七
）

第
三
節
　
歳
入
徴
収
官
の
計
算
証
明
（
第
十
二
条―

第
十
九
条
）

第
四
節
　
国
税
収
納
命
令
官
等
の
計
算
証
明
（
第
十

九
条
の
二―

第
十
九
条
の
十
二
）

第
五
節
　
物
納
を
取
り
扱
う
職
員
の
計
算
証
明
（
第

十
九
条
の
十
三
・
第
十
九
条
の
十
四
）

第
六
節
　
官
署
支
出
官
の
計
算
証
明
（
第
二
十
条―

第
三
十
条
の
六
）

第
七
節
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
計
算
証
明
（
第
三
十

条
の
七―

第
三
十
条
の
十
二
）

第
八
節
　
収
入
官
吏
の
計
算
証
明
（
第
三
十
一
条―

第
三
十
四
条
）

第
九
節
　
資
金
前
渡
官
吏
の
計
算
証
明
（
第
三
十
五

条―

第
四
十
七
条
の
三
）

第
十
節
　
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
の
計
算
証
明

（
第
四
十
八
条―

第
五
十
二
条
）

第

十

一

節

　

国
庫
金
の
運
用
を
管
掌
す
る
職
員
の
計

算
証
明
（
第
五
十
三
条―

第
五
十
六

条
）

第

十

二

節

　

国
債
そ
の
他
の
債
務
に
関
す
る
事
務
を

管
掌
す
る
職
員
の
計
算
証
明
（
第
五
十

七
条―

第
五
十
八
条
の
四
）

第
十
三
節
　
物
品
管
理
官
等
の
計
算
証
明
（
第
五
十

九
条―

第
六
十
二
条
の
五
）

第
十
四
節
　
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
職
員
の
計
算
証

明
（
第
六
十
三
条
・
第
六
十
三
条
の

二
）

第

十

五

節

　

国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
を
行
う
職

員
の
計
算
証
明
（
第
六
十
四
条―

第
六

十
六
条
）

第

十

六

節

　

都
道
府
県
の
知
事
、
知
事
の
指
定
す
る

職
員
等
の
計
算
証
明
（
第
六
十
六
条
の

二
）

第

三

章

　

国
庫
金
及
び
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
日
本
銀

行
の
計
算
証
明
（
第
六
十
六
条
の
三―

第
六

十
八
条
の
三
）

第
四
章
　
出
資
法
人
等
の
計
算
証
明

第
一
節
　
通
則
（
第
六
十
九
条
・
第
六
十
九
条
の

二
）

第
二
節
　
独
立
行
政
法
人
の
計
算
証
明
（
第
七
十
条

―

第
七
十
五
条
）

第
三
節
　
国
立
大
学
法
人
等
の
計
算
証
明
（
第
七
十

六
条―

第
八
十
一
条
）

第
四
節
　
株
式
会
社
の
計
算
証
明
（
第
八
十
二
条―

第
八
十
四
条
）

第
五
節
　
そ
の
他
の
出
資
法
人
等
の
計
算
証
明
（
第

八
十
五
条
）

第

五

章

　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
計
算
証
明

を
す
る
場
合
の
特
則
（
第
八
十
六
条―

第
百

八
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

第
一
節
　
通
則

（
通
則
）

第
一
条
　
会
計
検
査
院
の
検
査
を
受
け
る
も
の
の
計
算
証

明
に
関
し
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
定
義
）

第
一
条
の
二
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一
　
証
明
責
任
者
　
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
計
算
証
明
を
す
る
者
を
い
う
。

二
　
証
明
期
間
　
証
明
責
任
者
が
計
算
書
を
作
成
す
る

単
位
と
な
る
所
定
の
期
間
を
い
う
。

三
　
電
磁
的
記
録
　
会
計
検
査
院
法
第
二
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

四
　
計
算
証
明
書
類
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
会

計
検
査
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
を
い

う
。

五
　
電
磁
的
方
式
　
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
を
い
う
。

六
　
原
情
報
　
会
計
経
理
の
過
程
に
お
い
て
一
定
の
内

容
を
表
示
す
る
た
め
確
定
的
な
も
の
と
し
て
電
磁
的

方
式
に
よ
り
、
作
成
し
、
取
得
し
、
又
は
利
用
し
た

情
報
（
当
該
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
電
磁
的
方
式

に
よ
り
複
写
し
た
情
報
を
含
む
。
）
を
い
う
。

第
二
節
　
電
磁
的
記
録
に
よ
る
計
算
証
明

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
計
算
証
明
）

第
一
条
の
三
　
計
算
証
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
計
算

証
明
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
当
該
計
算
証

明
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
条
の
四
　
会
計
検
査
院
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
会
計
検
査
院
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
光
デ
ィ

ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
、
Ｘ
六
二
四
五
、

Ｘ
六
二
四
九
、
Ｘ
六
二
八
一
又
は
Ｘ
六
二
八
二
に
適
合

す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
限
る
。
）

に
計
算
証
明
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も

の
と
す
る
。

２
　
電
磁
的
記
録
に
は
、
会
計
検
査
院
の
定
め
る
基
準
に

従
い
、
計
算
証
明
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
会
計
検
査
院
は
、
前
項
に
規
定
す
る
基
準
を
定
め
た

と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方

法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
の
記
載
事
項
等
）

第
一
条
の
五
　
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
当
該
事
項
を

記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
計
算
証
明
書
類
の
名
称

二
　
証
明
年
度
及
び
証
明
年
月

三
　
証
明
責
任
者
の
職
（
官
）
又
は
役
職
及
び
氏
名

四
　
提
出
年
月
日

五
　
整
理
番
号
（
同
時
に
二
枚
以
上
の
電
磁
的
記
録
に

係
る
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）

２
　
電
磁
的
記
録
に
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ

た
計
算
証
明
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
内
容
を
明
ら

か
に
し
た
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
事
項
の
内
容
が
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
等
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
に
お
け
る
証
拠
書
類
等
の
付
記
の
取
扱

い
）

第
一
条
の
六
　
証
拠
書
類
又
は
次
条
第
一
項
第
三
号
に
規

定
す
る
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に

よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
に
付
記
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
当
該
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記
録
す
る
も
の

と
す
る
。第

三
節
　
計
算
書
及
び
証
拠
書
類
の
提
出

（
計
算
書
の
提
出
期
限
）

第
二
条
　
証
明
責
任
者
は
、
証
明
期
間
ご
と
に
計
算
書

（
計
算
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
を
添
え
て
、
当
該
期
間
が
満
了
す
る
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
会
計
検
査
院
に
到
達
す

る
よ
う
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
計
算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
書
類
（
当
該
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）

二
　
証
拠
書
類
（
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
六
条
、
第
七
条
第

一
項
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
十
九

条
の
五
第
二
項
、
第
十
九
条
の
七
第
二
項
、
第
二
十

三
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
五
項
、

第
四
十
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
六
十
二
条
第

二
項
並
び
に
第
七
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
書
類
（
以
下
「
添
付
書

類
」
と
い
う
。
）
（
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
六
条
、
第
七
条

第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
九
条
の
五
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

２
　
証
明
責
任
者
が
、
国
の
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務

の
一
部
を
分
掌
す
る
歳
入
徴
収
官
等
、
分
任
歳
入
徴
収

官
、
分
任
国
税
収
納
命
令
官
、
分
任
支
出
負
担
行
為
担

当
官
、
分
任
物
品
管
理
官
、
分
任
出
納
官
吏
若
し
く
は

こ
れ
ら
の
者
の
代
理
官
又
は
出
納
員
の
取
り
扱
っ
た
計

算
を
併
算
し
て
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
翌
月
末
日
」

と
あ
る
の
は
「
翌
々
月
十
五
日
」
と
す
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
電
磁
的
記
録
を
監
督

官
庁
等
を
経
由
し
て
会
計
検
査
院
に
提
出
す
る
場
合

は
、
証
明
責
任
者
は
第
一
項
又
は
前
項
の
期
限
ま
で
に

監
督
官
庁
等
に
提
出
し
、
監
督
官
庁
等
は
受
理
後
一
月

を
超
え
な
い
期
間
に
会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

監
督
官
庁
等
は
計
算
書
に
、
そ
の
受
理
の
年
月
日
を
記

載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
責
任
者
の
交
替
等
が
あ
っ
た
と
き
の
計
算
証
明
）

第
三
条
　
証
明
責
任
者
が
交
替
し
前
任
者
の
計
算
証
明
が

済
ん
で
い
な
い
と
き
は
、
前
任
者
の
計
算
を
後
任
者
が

計
算
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
監
督

官
庁
等
は
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
後
任
者
以

外
の
職
員
を
証
明
責
任
者
と
し
て
指
名
し
て
、
計
算
証

明
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
交
替
が
証
明
期
間
中
で
、
後
任
者
が
計
算
証

明
を
す
る
場
合
は
、
前
任
者
の
取
り
扱
っ
た
計
算
を
併

算
し
て
計
算
証
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
計
算
書
に
そ
の
旨
並

び
に
前
任
者
の
職
氏
名
及
び
管
理
期
を
記
載
し
、
又
は

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
証
明
責
任
者
に
交
替
以
外
の
異

動
が
あ
っ
た
と
き
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
計
算
書
の
訂
正
）

第
四
条
　
提
出
済
み
の
計
算
書
に
記
載
し
、
又
は
記
録
さ

れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
誤
記
等
を
発
見
し
た
と
き
は
、

そ
の
事
項
及
び
事
由
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
書
類
の
形
式
）

第
五
条
　
証
拠
書
類
は
、
原
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
原
本
を
提
出
し
難
い
と
き
は
、
証
明

責
任
者
が
原
本
と
相
違
が
な
い
旨
を
証
明
し
た
謄
本
を

も
っ
て
、
原
本
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
証
拠
書
類
に
つ
き
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
方
式

に
よ
り
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
が

作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
原
情
報

を
電
磁
的
記
録
に
記
録
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
原
情
報
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
し
て
提
出
し
難
い
と

き
は
、
証
明
責
任
者
が
原
情
報
と
相
違
が
な
い
旨
を
証

明
し
た
原
情
報
を
出
力
し
た
書
面
を
証
拠
書
類
と
し
て

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
書
面
に
は
原
情
報
を
出
力
し
た
も
の
で
あ
る
旨
を
付

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
貨
幣
換
算
に
関
す
る
書
類
等
の
添
付
）

第
六
条
　
外
国
貨
幣
を
基
礎
と
し
、
又
は
外
国
貨
幣
で
収

支
を
し
た
も
の
は
、
換
算
に
関
す
る
書
類
を
証
拠
書
類

に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
支
出
官
事

務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号
）
第

十
一
条
第
二
項
第
四
号
又
は
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭

和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
四
条
か
ら

第
十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
っ

て
収
支
を
し
た
も
の
は
、
証
拠
書
類
に
そ
の
換
算
価
格

を
付
記
し
て
、
換
算
に
関
す
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
の
う
ち
、
外
国
語
で
記
載

し
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訳
文

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
出
済
み
の
証
拠
書
類
等
の
あ
る
場
合
の
処
理
）

第
七
条
　
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
の
う
ち
、
計
算
証
明

の
た
め
既
に
提
出
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
、
又
は
他
の

区
分
に
編
集
し
て
提
出
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
旨
を
関
係
す
る
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
に
付
記

し
、
又
は
そ
の
旨
及
び
金
額
等
を
記
載
し
た
書
類
を
計

算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
計
算
証
明
の
た
め
既
に
提

出
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
又
は
他
の
区
分
に
編
集
し
て

提
出
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
既
に
提
出
し
、
又
は
他
の
区
分
に
編
集
し
て

提
出
す
る
電
磁
的
記
録
を
複
写
し
た
電
磁
的
記
録
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
編
集
）

第
八
条
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
は
、
一
の
歳
入
の
徴

収
、
支
出
の
決
定
そ
の
他
の
会
計
経
理
に
係
る
行
為
ご

と
に
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
歳
入
及
び
歳
出
に
つ
い
て

は
目
別
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
受
払
い
等

別
、
種
類
別
に
、
事
情
に
よ
り
な
お
適
宜
細
分
し
て
区

分
し
て
編
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
は
、
前
項
の
区
分
に
仕

切
紙
を
付
し
て
編
集
し
、
か
つ
、
表
紙
を
付
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
仕
切
紙
に
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
科
目
、
受
払
、
種
類
等
の
区
分
の
名
称

二
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
の
紙
数

三
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
の
金
額

４
　
第
二
項
の
表
紙
に
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
の
名
称
（
所
管
（
主

管
）
及
び
会
計
（
勘
定
）
名
を
含
む
。
）

二
　
証
明
年
度
及
び
証
明
年
月

三
　
証
明
責
任
者
の
職
（
官
）
又
は
役
職
及
び
氏
名

四
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
の
総
紙
数

五
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
の
総
金
額

六
　
総
冊
数
の
う
ち
第
何
冊
分
（
分
冊
に
し
て
提
出
す

る
場
合
に
限
る
。
）

第
八
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
及
び

添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
記
録
に
記
録

し
て
提
出
す
る
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
と
き
を
除

く
。
）
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電

磁
的
記
録
に
は
、
前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並

び
に
同
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五

号
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
一
の
歳
入
の
徴
収
、
支
出
の
決
定
そ
の
他
の
会
計
経

理
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
、
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類

と
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録
と
を
提
出
す
る
と
き
は
、
証
拠
書
類
及
び
添

付
書
類
の
各
区
分
ご
と
の
仕
切
紙
に
は
、
前
条
第
三
項

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出

す
る
も
の
が
あ
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
が
あ
る
旨

二
　
当
該
電
磁
的
記
録
と
の
関
連
性
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
事
項

３
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
と
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
出
す
る
場

合
に
お
い
て
、
一
の
歳
入
の
徴
収
、
支
出
の
決
定
そ
の

他
の
会
計
経
理
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
、
証
拠
書
類
及

び
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的

記
録
の
み
を
提
出
す
る
と
き
（
次
項
に
規
定
す
る
と
き

を
除
く
。
）
は
、
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
の
各
区
分

ご
と
の
仕
切
紙
に
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項

の
ほ
か
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
が
あ
る

旨
及
び
そ
の
金
額
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
と
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
出
す
る
場

合
に
お
い
て
、
一
の
仕
切
紙
を
付
す
べ
き
区
分
に
編
集

す
る
も
の
の
全
部
が
電
磁
的
記
録
で
あ
る
と
き
は
、
証

拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
当
該
区
分
に
つ
い
て
も
仕
切

紙
を
付
し
、
当
該
仕
切
紙
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項

三
　
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
第
三
項
に

規
定
す
る
事
項

四
　
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
旨
及
び
そ
の
金
額

（
未
到
達
の
証
拠
書
類
等
に
関
す
る
処
理
）

第
九
条
　
証
明
責
任
者
は
、
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
の

う
ち
到
達
し
な
い
た
め
計
算
書
に
添
え
て
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
金

額
を
仕
切
紙
に
記
載
し
、
又
は
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
が
到
達
し
た
と
き

は
、
到
達
し
た
と
き
の
証
明
期
間
の
計
算
書
に
添
え
て

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
は
支
払
等
の
あ
っ
た
証

明
期
間
ご
と
に
区
分
し
て
編
集
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の

証
明
期
間
を
表
紙
に
記
載
し
、
又
は
電
磁
的
記
録
に
併

せ
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
書
類
等
が
滅
失
し
た
場
合
の
計
算
証
明
）

第
十
条
　
天
災
地
変
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
故
に
よ

り
、
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
が
滅
失
し
た
と
き
は
、

そ
の
事
故
に
つ
い
て
の
関
係
官
公
署
の
証
明
書
及
び
監

督
官
庁
等
の
証
明
し
た
科
目
別
金
額
等
の
明
細
書
を
計

算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
計
算
証
明
）

第
十
一
条
　
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
計
検
査

院
の
指
定
に
よ
り
、
又
は
そ
の
承
認
を
経
て
、
こ
の
規

則
の
規
定
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
　
国
の
会
計
事
務
を
処
理
す
る
職
員
の
計

算
証
明

第
一
節
　
通
則

第
十
一
条
の
二
　
会
計
検
査
院
法
第
二
十
二
条
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
会
計
検
査
院
の
検
査
を
受
け
る
も
の
の
証
明

責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
証
明
書
類
に
関
し
て

は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
節
　
国
の
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を

行
う
職
員
の
計
算
証
明

（
国
の
債
権
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
十
一
条
の
三
　
歳
入
徴
収
官
等
（
国
の
債
権
の
管
理
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
歳
入
徴
収
官
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
管
理
に
属
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、

証
明
責
任
者
は
、
主
任
歳
入
徴
収
官
等
（
歳
入
徴
収
官

等
の
う
ち
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
任
歳
入
徴
収
官

等
及
び
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
歳
入
徴
収
官
等
を
除
い

た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
証
明
期
間
は
、

会
計
検
査
院
の
別
に
指
定
す
る
も
の
は
三
月
、
そ
の
他

の
も
の
は
一
年
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
債
権
管
理
計
算
書
（
第
一
号
書
式
）
と

す
る
。

（
分
任
歳
入
徴
収
官
等
の
分
等
の
計
算
証
明
）

第
十
一
条
の
四
　
分
任
歳
入
徴
収
官
等
（
債
権
の
管
理
に

関
す
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
す
る
歳
入
徴
収
官
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
歳
入

徴
収
官
等
の
取
り
扱
っ
た
計
算
は
、
所
属
の
主
任
歳
入

徴
収
官
等
の
計
算
に
併
算
す
る
。

２
　
主
任
歳
入
徴
収
官
等
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

証
明
を
す
る
と
き
は
、
分
任
歳
入
徴
収
官
等
又
は
そ
の

事
務
を
代
理
す
る
歳
入
徴
収
官
等
の
取
り
扱
っ
た
計
算

に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
は
、
分
任
歳
入
徴
収
官
等
ご
と

に
別
冊
と
し
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
区

分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
歳
入
徴
収
官
等
の
職
氏
名

を
証
拠
書
類
の
表
紙
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八

条
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
、
第
八
条
の
二
」
と
、

「
の
表
紙
に
記
載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記
録
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

2



（
一
の
計
算
書
に
よ
る
計
算
証
明
）

第
十
一
条
の
五
　
同
一
の
官
署
に
二
人
以
上
の
主
任
歳
入

徴
収
官
等
が
い
る
と
き
は
、
当
該
関
係
の
主
任
歳
入
徴

収
官
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
区
分
を
明
ら
か
に
し

て
、
一
の
計
算
書
に
よ
っ
て
計
算
証
明
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
所
管
若
し
く
は
会
計
又
は
証
明
期

間
が
異
な
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
債
権
管
理
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
十
一
条
の
六
　
債
権
管
理
計
算
書
の
証
拠
書
類
は
、
会

計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
債
権
に
関
す
る
特
別
の
書
類
）

第
十
一
条
の
七
　
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
債
権
に
つ
い
て

は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
書
類
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
歳
入
徴
収
官
の
計
算
証
明

（
歳
入
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
十
二
条
　
歳
入
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
歳
入

徴
収
官
（
歳
入
徴
収
官
代
理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

と
し
、
証
明
期
間
は
、
会
計
検
査
院
の
別
に
指
定
す
る

も
の
は
一
月
、
そ
の
他
の
も
の
は
三
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
歳
入
徴
収
額
計
算
書
（
第
一
号
の
二
書

式
）
と
す
る
。

（
分
任
歳
入
徴
収
官
の
分
等
の
計
算
証
明
）

第
十
三
条
　
分
任
歳
入
徴
収
官
又
は
分
任
歳
入
徴
収
官
代

理
の
取
り
扱
っ
た
計
算
は
、
所
属
の
歳
入
徴
収
官
の
計

算
に
併
算
す
る
。

２
　
歳
入
徴
収
官
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を

す
る
と
き
は
、
分
任
歳
入
徴
収
官
又
は
分
任
歳
入
徴
収

官
代
理
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
及

び
添
付
書
類
は
、
分
任
歳
入
徴
収
官
ご
と
に
別
冊
と

し
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編

集
し
、
当
該
分
任
歳
入
徴
収
官
の
職
氏
名
を
証
拠
書
類

及
び
添
付
書
類
の
表
紙
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊

と
し
、
第
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
、
第
八
条
の

二
」
と
、
「
の
表
紙
に
記
載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記

録
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
歳
入
金
月
計
突
合
表
等
の
添
付
）

第
十
四
条
　
歳
入
徴
収
額
計
算
書
に
は
、
日
本
銀
行
国
庫

金
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
三

号
）
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
歳
入
金
月
計
突
合
表
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ
り
添
付
し
難
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
計
算

書
の
備
考
欄
に
記
入
し
て
、
別
に
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
歳
入
徴
収
額
計
算
書

に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
会
計
検
査
院

が
別
に
指
定
す
る
。

（
歳
入
徴
収
額
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
十
五
条
　
歳
入
徴
収
額
計
算
書
の
証
拠
書
類
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
歳
入
徴
収
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
大
蔵
省

令
第
百
四
十
一
号
）
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
歳

入
の
内
容
を
示
す
書
類

二
　
契
約
書
（
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
た
と
き
は
、

請
書
そ
の
他
契
約
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
）

三
　
契
約
を
変
更
し
、
若
し
く
は
違
約
処
分
を
し
た
も

の
に
つ
い
て
徴
収
決
定
を
し
た
も
の
又
は
徴
収
決
定

を
し
た
も
の
に
つ
い
て
契
約
を
解
除
し
た
も
の
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
関
係
書
類

四
　
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五

号
）
に
よ
る
再
生
計
画
案
若
し
く
は
変
更
計
画
案
若

し
く
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十

四
号
）
若
し
く
は
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）

に
よ
る
更
生
計
画
案
若
し
く
は
変
更
計
画
案
に
同
意

し
た
も
の
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九

号
）
に
よ
る
和
解
を
し
た
も
の
又
は
民
事
調
停
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
に
よ
る

調
停
に
応
じ
た
も
の
に
つ
い
て
徴
収
決
定
を
し
た
も

の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
関
係
書
類

五
　
履
行
期
限
を
延
長
す
る
特
約
若
し
く
は
処
分
又
は

延
納
の
特
約
若
し
く
は
処
分
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
、
徴
収
決
定
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

関
係
書
類

六
　
滞
納
処
分
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
関

係
書
類

七
　
不
納
欠
損
処
分
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
関
係
書
類

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
歳
入
に
つ
い
て
、
歳
入
証
明
書

（
第
一
号
の
三
書
式
）
を
提
出
し
た
と
き
は
、
前
項
各

号
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
を
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の

あ
っ
た
際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
歳
入
徴

収
官
が
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
分
割
納
付
債
権
（
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
特
約
又

は
処
分
に
よ
り
分
割
し
て
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
貸
付
料
債

権
等
（
貸
付
料
債
権
そ
の
他
法
令
又
は
契
約
に
よ
り

継
続
し
て
一
定
金
額
を
定
期
に
納
付
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
二
回
目

以
降
の
徴
収
決
定
に
係
る
歳
入
（
分
割
納
付
債
権
又

は
貸
付
料
債
権
等
の
内
容
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
変
更
後
の
初
回
分
を
除
く
。
）

二
　
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
検
査
院
が
別

に
指
定
す
る
歳
入

３
　
延
納
の
特
約
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
徴
収
決
定
を
し

た
も
の
が
あ
る
と
き
又
は
不
納
欠
損
処
分
を
し
た
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

証
拠
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
競
争
契
約
に
関
す
る
書
類
の
添
付
）

第
十
六
条
　
一
般
競
争
に
付
し
た
財
産
の
売
渡
し
又
は
貸

付
け
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
歳
入
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
千
万
円
（
賃
貸
料
に
つ
い
て

は
、
年
額
又
は
総
額
の
計
算
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い

契
約
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添
付

す
る
こ
と
に
代
え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ

た
際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
歳
入
徴
収
官

が
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
公
告
に
関
す
る
書
類

二
　
予
定
価
格
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

た
書
類

三
　
全
て
の
入
札
書
又
は
入
札
者
氏
名
及
び
入
札
金
額

を
明
ら
か
に
し
た
関
係
職
員
の
証
明
書

四
　
契
約
書
の
附
属
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
指
名
競
争
又
は
せ
り
売
り
に
よ
っ

た
契
約
に
よ
る
歳
入
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
随
意
契
約
に
関
す
る
書
類
の
添
付
）

第
十
七
条
　
随
意
契
約
に
よ
っ
た
財
産
の
売
渡
し
又
は
貸

付
け
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
歳
入
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
五
百
万
円
（
賃
貸
料
に
つ
い
て

は
、
年
額
又
は
総
額
の
計
算
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い

契
約
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添
付

す
る
こ
と
に
代
え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ

た
際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
歳
入
徴
収
官

が
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
予
定
価
格
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

た
書
類

二
　
見
積
書

三
　
契
約
書
の
附
属
書
類

四
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第

百
六
十
五
号
）
第
九
十
九
条
の
二
又
は
第
九
十
九
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
を
し
た
場
合
は
、
前

回
ま
で
の
競
争
に
関
す
る
概
要
を
明
ら
か
に
し
た

調
書

（
証
拠
書
類
に
付
記
す
る
事
項
）

第
十
八
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
事
項
を
関
係
す
る
証
拠
書
類
に
付
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
条
の
二
第
一
項
第
四

号
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
た
と

き
　
そ
の
旨

二
　
財
産
の
売
渡
し
又
は
貸
付
け
そ
の
他
の
契
約
に
つ

い
て
、
指
名
競
争
に
付
し
た
と
き
、
又
は
随
意
契
約

に
よ
っ
た
と
き
（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
九
十
四

条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
九
十
九

条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
場
合

を
除
く
。
）
　
適
用
し
た
法
令
の
条
項

三
　
法
令
の
規
定
に
よ
り
分
割
し
て
徴
収
決
定
を
し
た

と
き
　
前
回
ま
で
の
徴
収
決
定
年
月
日
及
び
金
額

（
誤
び
ゅ
う
及
び
訂
正
の
報
告
）

第
十
九
条
　

終
の
歳
入
徴
収
額
計
算
書
を
提
出
し
た
後

に
お
い
て
、
計
算
書
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
年

度
、
科
目
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
誤
り
を
発
見
し
、

そ
の
訂
正
の
処
理
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
そ
の
内

容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
節
　
国
税
収
納
命
令
官
等
の
計
算
証
明

（
国
税
等
の
徴
収
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計

算
書
）

第
十
九
条
の
二
　
国
税
等
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
証
明
責

任
者
は
、
国
税
収
納
命
令
官
（
国
税
収
納
命
令
官
代
理

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
証
明
期
間
は
、
一
月

と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
国
税
収
納
金
整
理
資
金
徴
収
額
計
算
書

（
第
二
号
の
二
書
式
）
と
す
る
。

３
　
国
税
収
納
金
整
理
資
金
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十

九
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
期
限
（
以
下
「
整
理
期
限
」
と
い
う
。
）
が

翌
年
度
の
六
月
一
日
又
は
同
月
二
日
と
な
る
場
合
に

は
、
前
二
項
の
規
定
（
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
第
二
号

の
二
書
式
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
日
を
五
月
末
日
と
み
な
す
。

（
分
任
国
税
収
納
命
令
官
の
分
等
の
計
算
証
明
）

第
十
九
条
の
三
　
分
任
国
税
収
納
命
令
官
又
は
分
任
国
税

収
納
命
令
官
代
理
の
取
り
扱
っ
た
計
算
は
、
所
属
の
国

税
収
納
命
令
官
の
計
算
に
併
算
す
る
。

２
　
国
税
収
納
命
令
官
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
証

明
を
す
る
と
き
は
、
分
任
国
税
収
納
命
令
官
又
は
分
任

国
税
収
納
命
令
官
代
理
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て

の
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
は
、
分
任
国
税
収
納
命
令

官
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
九
条
及
び
第
十
九
条
の
五
第
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二
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
国

税
収
納
命
令
官
の
職
氏
名
を
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類

の
表
紙
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊

と
し
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
」
と
、
「
の
表
紙
に
記

載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記
録
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
入
金
月
計
突
合
表
等
の
添

付
）

第
十
九
条
の
四
　
国
税
収
納
金
整
理
資
金
徴
収
額
計
算
書

に
は
、
日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
第
八
十
一
条
の
二

に
規
定
す
る
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
入
金
月
計
突
合

表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
り
添
付
し
難
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を

計
算
書
の
備
考
欄
に
記
入
し
て
、
別
に
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
税
収
納
金
整
理
資

金
徴
収
額
計
算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
徴
収
額
計
算
書
の
証
拠
書
類

等
）

第
十
九
条
の
五
　
国
税
収
納
金
整
理
資
金
徴
収
額
計
算
書

の
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に

指
定
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
の
編
集

の
方
法
は
、
第
八
条
及
び
第
八
条
の
二
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
か
ら
す
る
支
払
の
証
明
責
任

者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
十
九
条
の
六
　
国
税
収
納
金
整
理
資
金
か
ら
す
る
支
払

に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
国
税
資
金
支
払
命
令

官
（
国
税
資
金
支
払
命
令
官
代
理
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
し
、
証
明
期
間
は
、
一
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
国
税
収
納
金
整
理
資
金
支
払
命
令
額
計

算
書
（
第
二
号
の
三
書
式
）
と
す
る
。

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
支
払
命
令
額
計
算
書
の
証
拠

書
類
）

第
十
九
条
の
七
　
国
税
収
納
金
整
理
資
金
支
払
命
令
額
計

算
書
の
証
拠
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す

る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
の
編
集
の
方
法
は
、
第

八
条
及
び
第
八
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計

検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
国
税
等
の
収
納
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計

算
書
）

第
十
九
条
の
八
　
国
税
等
の
収
納
に
つ
い
て
は
、
証
明
責

任
者
は
、
国
税
収
納
官
吏
（
国
税
収
納
官
吏
代
理
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
次
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
分
任
国
税
収
納
官
吏

（
分
任
国
税
収
納
官
吏
代
理
を
含
む
。
次
条
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を

除
き
、
以
下
同
じ
。
）
及
び
出
納
員
と
し
、
証
明
期
間

は
、
三
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
国
税
収
納
金
等
現
金
出
納
計
算
書
（
第

二
号
の
四
書
式
）
と
す
る
。

（
分
任
国
税
収
納
官
吏
の
分
等
の
計
算
証
明
）

第
十
九
条
の
九
　
分
任
国
税
収
納
官
吏
又
は
出
納
員
の
取

り
扱
っ
た
計
算
は
、
所
属
の
主
任
国
税
収
納
官
吏
の
計

算
に
併
算
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
又
は
国
税
庁
長

官
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、
分
任
国
税
収
納
官
吏
又

は
出
納
員
が
単
独
で
計
算
証
明
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
主
任
国
税
収
納
官
吏
が
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

計
算
証
明
を
す
る
と
き
は
、
分
任
国
税
収
納
官
吏
、
分

任
国
税
収
納
官
吏
代
理
又
は
出
納
員
の
取
り
扱
っ
た
計

算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
は
、
分
任
国
税
収
納
官
吏
又

は
出
納
員
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の

規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
国
税
収
納

官
吏
又
は
出
納
員
の
職
氏
名
を
証
拠
書
類
の
表
紙
に
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八

条
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
、
第
八
条
の
二
」
と
、

「
の
表
紙
に
記
載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記
録
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
検
査
書
の
添
付
）

第
十
九
条
の
十
　
国
税
収
納
金
等
現
金
出
納
計
算
書
に

は
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
検
査
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
税
収
納
金
等
現
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
十
九
条
の
十
一
　
国
税
収
納
金
等
現
金
出
納
計
算
書
の

証
拠
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
特
別
の
書
類
）

第
十
九
条
の
十
二
　
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国

税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

第
五
節
　
物
納
を
取
り
扱
う
職
員
の
計
算
証
明

（
物
納
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
十
九
条
の
十
三
　
物
納
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者

は
、
税
務
署
長
又
は
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

物
納
に
関
す
る
事
務
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
国
税
局
長
と

し
、
証
明
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
物
納
額
計
算
書
（
第
二
号
の
五
書
式
）

と
す
る
。

（
物
納
額
計
算
書
の
証
拠
書
類
等
）

第
十
九
条
の
十
四
　
物
納
額
計
算
書
の
証
拠
書
類
及
び
添

付
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

第
六
節
　
官
署
支
出
官
の
計
算
証
明

（
官
署
支
出
官
が
取
り
扱
う
支
出
の
証
明
責
任
者
、
証

明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
二
十
条
　
官
署
支
出
官
が
取
り
扱
う
支
出
に
つ
い
て

は
、
証
明
責
任
者
は
、
官
署
支
出
官
（
官
署
支
出
官
代

理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
証
明
期
間
は
、
一

月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
支
出
計
算
書
（
官
署
分
）
（
第
三
号
書

式
）
と
す
る
。

（
支
出
済
み
の
通
知
の
添
付
）

第
二
十
一
条
　
支
出
計
算
書
（
官
署
分
）
に
は
、
支
出
官

事
務
規
程
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
支
出

官
か
ら
官
署
支
出
官
に
送
信
さ
れ
た
支
出
済
み
の
通
知

に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
書
類
は
、
項
別
に
区
分
し
、
各
区
分
ご
と
に

項
名
、
紙
数
及
び
金
額
を
記
載
し
た
仕
切
紙
を
付
し
て

編
集
し
、
総
紙
数
及
び
総
金
額
を
記
載
し
た
表
紙
を
付

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
記
録

に
記
録
す
る
と
き
は
、
項
別
に
区
分
し
、
各
区
分
ご
と

の
項
名
及
び
金
額
並
び
に
総
金
額
を
電
磁
的
記
録
に
併

せ
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
前
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
記
録
に
は
、
支
出
済
み
と
な
っ
た
も
の
の
整
理
番

号
を
目
別
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
資
料
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
要
経
費
別
内
訳
表
等
の
添
付
）

第
二
十
一
条
の
二
　

終
の
支
出
計
算
書
（
官
署
分
）
に

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
主
要
経
費
別
内
訳
表
（
第
三
号
の
二
書
式
）

二
　
事
項
別
内
訳
表
（
第
三
号
の
三
書
式
）

（
支
出
計
算
書
（
官
署
分
）
の
証
拠
書
類
）

第
二
十
二
条
　
支
出
計
算
書
（
官
署
分
）
の
証
拠
書
類

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
支
出
官
事
務
規
程
第
五
条
に
規
定
す
る
支
出
の
決

定
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

二
　
請
求
書

三
　
契
約
書
（
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
た
と
き
は
、

請
書
そ
の
他
契
約
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
）

四
　
契
約
の
変
更
、
解
除
又
は
違
約
処
分
を
し
た
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
関
係
書
類

五
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
一
条
の
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
検
査
調
書
又
は
契
約
事
務
取
扱
規
則

（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
係
る
書
面

六
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
検
査
院
が

別
に
指
定
す
る
書
類

２
　
前
金
払
又
は
概
算
払
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

前
金
払
又
は
概
算
払
の
別
に
そ
の
金
額
を
証
拠
書
類
及

び
添
付
書
類
の
仕
切
紙
に
内
数
と
し
て
記
載
し
、
又
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
に
内
数
と
し
て
併
せ
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
競
争
契
約
に
関
す
る
書
類
の
添
付
）

第
二
十
三
条
　
一
般
競
争
に
付
し
た
財
産
の
購
入
又
は
借

入
れ
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
五
千
万
円
を
超
え
な
い
工
事
の

請
負
及
び
三
千
万
円
（
賃
借
料
に
つ
い
て
は
、
年
額
又

は
総
額
の
計
算
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い
そ
の
他
の
契

約
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添
付
す

る
こ
と
に
代
え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ
た

際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
官
署
支
出
官
が

保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
公
告
に
関
す
る
書
類

二
　
予
定
価
格
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

た
書
類

三
　
全
て
の
入
札
書
又
は
入
札
者
氏
名
及
び
入
札
金
額

を
明
ら
か
に
し
た
関
係
職
員
の
証
明
書

四
　
契
約
書
の
附
属
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
指
名
競
争
に
よ
っ
た
契
約
に
よ
る

支
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
随
意
契
約
に
関
す
る
書
類
の
添
付
）

第
二
十
四
条
　
随
意
契
約
に
よ
っ
た
財
産
の
購
入
又
は
借

入
れ
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三
千
万
円
を
超
え
な
い
工
事
の

請
負
及
び
二
千
万
円
（
賃
借
料
に
つ
い
て
は
、
年
額
又

は
総
額
の
計
算
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い
そ
の
他
の
契

約
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添
付
す

る
こ
と
に
代
え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ
た

際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
官
署
支
出
官
が

保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
予
定
価
格
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

た
書
類

二
　
見
積
書

三
　
契
約
書
の
附
属
書
類

四
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
九
十
九
条
の
二
又
は
第

九
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
を
し
た
場

4



合
は
、
前
回
ま
で
の
競
争
に
関
す
る
概
要
を
明
ら
か

に
し
た
調
書

（
国
の
材
料
等
を
使
用
す
る
も
の
に
関
す
る
書
類
の
添

付
）

第
二
十
五
条
　
請
負
に
付
し
た
工
事
、
製
造
等
に
つ
い

て
、
請
負
価
格
に
算
入
さ
れ
な
い
国
の
材
料
又
は
物
件

若
し
く
は
施
設
を
使
用
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
品
名
等
、
数
量
、
単
価
及
び
価
格
を
証
拠
書
類
に
付

記
し
、
又
は
そ
の
仕
訳
書
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
国
の
労
力
を
使
用
す
る
も
の
が
あ

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
直
営
工
事
に
関
す
る
書
類
の
添
付
等
）

第
二
十
六
条
　
直
営
工
事
の

初
の
支
出
に
つ
い
て
計
算

証
明
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
工
事
の
設
計
書
及
び
そ
の

附
属
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
工
事
費
総
額
が
五
千
万
円
を
超
え
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添
付
す
る
こ
と
に
代

え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ
た
際
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
官
署
支
出
官
が
保
管
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
直
営
工
事
の
設
計
書
及
び
そ
の
附
属
書
類
を
提
出
し

た
後
に
お
い
て
、
そ
の
工
事
の
設
計
等
の
変
更
等
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
設
計
書
等
を
、
変
更
し
た
後
の

初
の
支
出
に
つ
い
て
計
算
証
明
を
す
る
と
き
の
証
拠

書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
直
営
工
事
に
つ
い
て
は
、
年
度
内
施
行
部

分
に
関
す
る
報
告
書
を
年
度
経
過
後
二
月
を
超
え
な
い

期
間
に
会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
等
に
関
す
る
書
類
の
添
付
等
）

第
二
十
七
条
　
補
助
金
、
負
担
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
三
千
万
円
を
超
え
な
い
補
助
金
、
負
担
金
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添

付
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ

っ
た
際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
官
署
支
出

官
が
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。
以
下

「
補
助
金
等
適
正
化
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定

す
る
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
補
助
金
等
適
正

化
法
の
適
用
を
受
け
な
い
補
助
金
、
負
担
金
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準

ず
る
書
類
）
の
写
し

二
　
補
助
金
等
適
正
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
交
付
決

定
の
通
知
に
関
す
る
書
類
（
補
助
金
等
適
正
化
法
の

適
用
を
受
け
な
い
補
助
金
、
負
担
金
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
書

類
）
の
写
し

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
等
を
会
計
検
査
院
に
提

出
し
た
補
助
事
業
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
会
計
検
査
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
補
助
金
等
適
正
化
法
第
十
四
条
後
段
に
規
定
す
る

補
助
事
業
等
実
績
報
告
書
（
実
績
報
告
に
関
し
、
補

助
金
等
適
正
化
法
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
　
当
該
補
助
事

業
等
実
績
報
告
書
の
写
し

二
　
補
助
金
等
適
正
化
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
補
助

金
等
の
額
の
確
定
が
あ
っ
た
場
合
　
補
助
金
等
適
正

化
法
第
十
四
条
前
段
に
規
定
す
る
補
助
事
業
等
実
績

報
告
書
の
写
し
及
び
額
の
確
定
に
関
す
る
書
類
の

写
し

（
委
託
に
関
す
る
書
類
の
添
付
等
）

第
二
十
八
条
　
委
託
に
よ
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
計
画
書

そ
の
他
委
託
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
関
係
書
類
を
証

拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三

千
万
円
を
超
え
な
い
委
託
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
証
拠
書
類
に
添
付
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
会
計
検

査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ
た
際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
官
署
支
出
官
が
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
委
託
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
年
度
内

実
施
部
分
に
関
す
る
報
告
書
を
年
度
経
過
後
三
月
を
超

え
な
い
期
間
に
会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
部
分
払
調
書
の
添
付
）

第
二
十
九
条
　
一
件
の
支
出
負
担
行
為
に
つ
い
て
、
二
回

以
上
の
支
出
を
し
た
と
き
は
、
前
回
ま
で
の
支
出
の
年

月
日
及
び
金
額
を
記
載
し
た
調
書
を
第
二
回
以
後
の
証

拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
書
類
に
付
記
す
る
事
項
）

第
三
十
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
事
項
を
関
係
す
る
証
拠
書
類
に
付
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
条
の
二
第
一
項
第
四

号
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
た
と

き
　
そ
の
旨

二
　
財
産
の
購
入
又
は
借
入
れ
そ
の
他
の
契
約
に
つ
い

て
、
指
名
競
争
に
付
し
た
と
き
、
又
は
随
意
契
約
に

よ
っ
た
と
き
（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
九
十
四
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号

又
は
第
九
十
九
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く

は
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
く
場
合
を
除
く
。
）
　
適
用

し
た
法
令
の
条
項

三
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
八
十
八
条
又
は
第
八
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
次
順
位
者
を
落
札
者
と
し
た
と

き
　
そ
の
旨

四
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
一
条
の
五
の
規
定
に

よ
り
数
量
以
外
の
も
の
の
検
査
を
省
略
し
た
と
き
　

そ
の
旨

五
　
継
続
費
又
は
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
支
出

負
担
行
為
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
支
出
を
し
た
も

の
が
あ
る
と
き
　
継
続
費
又
は
国
庫
債
務
負
担
行
為

に
基
づ
く
支
出
負
担
行
為
の
年
月
日
及
び
金
額

六
　
財
産
の
購
入
又
は
運
送
に
つ
い
て
の
支
出
（
前
金

払
及
び
概
算
払
の
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
　

国
有
財
産
台
帳
若
し
く
は
物
品
管
理
簿
に
記
載
し
、

若
し
く
は
記
録
し
た
年
月
日
又
は
運
送
済
み
の
年

月
日

（
前
金
払
等
の
精
算
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）

第
三
十
条
の
二
　
前
金
払
又
は
概
算
払
を
し
た
も
の
（
旅

費
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
相
当
す
る
反
対
給

付
等
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
支
払
額
と
反
対
給
付
等
と

の
差
額
分
に
つ
い
て
の
返
納
が
あ
っ
た
と
き
は
、
精
算

の
事
実
に
つ
い
て
の
計
算
を
明
ら
か
に
し
た
明
細
書
を

支
出
計
算
書
（
官
署
分
）
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
明
細
書
は
、
前
金
払
及
び
概
算
払
に
区
分

し
、
科
目
ご
と
に
細
分
し
て
仕
切
紙
を
付
し
て
編
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
明
細
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
記

録
に
記
録
す
る
と
き
は
、
前
金
払
及
び
概
算
払
に
区
分

し
、
科
目
ご
と
に
細
分
し
て
編
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
未
処
理
事
項
の
調
書
の
添
付
等
）

第
三
十
条
の
三
　

終
の
証
明
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
一
件
ご
と
に
そ
の
金
額
、
事
由
及
び
処
理
の
完
結

予
定
期
限
を
記
載
し
た
調
書
を

終
の
支
出
計
算
書

（
官
署
分
）
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
歳
出
予
算
に
基
づ
く
支
出
負
担
行
為
を
し
た
も
の

で
、
支
出
が
済
ま
な
い
も
の
（
予
算
の
繰
越
し
を
し

た
も
の
を
除
く
。
）

二
　
前
金
払
又
は
概
算
払
を
し
た
も
の
で
、
そ
の
支
払

額
に
相
当
す
る
反
対
給
付
等
の
な
い
場
合
で
、
そ
の

差
額
又
は
全
額
の
返
納
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
補

助
金
等
適
正
化
法
の
適
用
を
受
け
る
補
助
金
等
（
次

条
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
出
に

係
る
場
合
を
除
く
。
）

三
　
資
金
の
前
渡
又
は
交
付
を
し
た
も
の
で
、
使
用
残

額
の
返
納
を
受
け
て
い
な
い
も
の

四
　
年
度
、
科
目
そ
の
他
の
誤
り
で
、
そ
の
処
理
が
済

ま
な
い
も
の

２
　
前
項
の
調
書
（
当
該
調
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記

録
し
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
処
理
が
完
結
し
た
と
き

は
、
そ
の
都
度
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
等
に
関
す
る
未
精
算
状
況
の
報
告
）

第
三
十
条
の
四
　
補
助
金
等
に
係
る
支
出
で
、
翌
年
度
以

降
の
各
年
度
の
九
月
三
十
日
及
び
三
月
三
十
一
日
（
以

下
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
現
在
に
お

い
て
補
助
金
等
適
正
化
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
額
の

確
定
が
済
ん
で
い
な
い
も
の
（
額
の
確
定
の
結
果
返
納

を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
返
納
が
済
ん
で
い
な
い

も
の
）
が
あ
る
と
き
は
、
基
準
日
現
在
に
お
い
て
、
補

助
金
等
の
未
精
算
状
況
報
告
書
（
第
三
号
の
四
書
式
）

を
作
成
し
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
末
日
ま
で

に
会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、

一
件
ご
と
に
そ
の
金
額
、
理
由
及
び
処
理
の
完
結
予
定

期
限
を
記
載
し
た
調
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
項
の
調
書
（
当
該
調
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記

録
し
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
処
理
が
完
結
し
た
と
き

は
、
そ
の
都
度
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誤
び
ゅ
う
及
び
訂
正
の
報
告
）

第
三
十
条
の
五
　

終
の
支
出
計
算
書
（
官
署
分
）
を
提

出
し
た
後
に
お
い
て
、
計
算
書
に
記
載
し
、
又
は
記
録

し
た
年
度
、
科
目
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
誤
り
を
発

見
し
、
そ
の
訂
正
の
処
理
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度

そ
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
前
金
払
又
は
概
算
払
の
た
め
に
予
算
決
算
及
び
会
計

令
第
五
十
一
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
経
費
に
充
て
る

た
め
の
資
金
を
交
付
し
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
三
十
条
の
六
　
前
金
払
又
は
概
算
払
の
た
め
に
予
算
決

算
及
び
会
計
令
第
五
十
一
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
経

費
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を
交
付
し
た
と
き
は
、
前
金

払
又
は
概
算
払
を
し
た
も
の
と
み
な
し
て
第
二
十
二
条

第
二
項
、
第
三
十
条
第
六
号
、
第
三
十
条
の
二
及
び
第
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三
十
条
の
三
の
規
定
並
び
に
第
三
号
書
式
の
乙
前
金
払

の
表
及
び
丙
概
算
払
の
表
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
七
節
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
計
算
証
明

（
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
取
り
扱
う
支
出
の
証
明
責
任
者
、

証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
三
十
条
の
七
　
セ
ン
タ
ー
支
出
官
が
取
り
扱
う
支
出
に

つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
セ
ン
タ
ー
支
出
官
（
セ

ン
タ
ー
支
出
官
代
理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、

証
明
期
間
は
、
一
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
支
出
計
算
書
（
セ
ン
タ
ー
分
）
（
第
三

号
の
五
書
式
）
と
す
る
。

（
主
要
経
費
別
内
訳
表
等
の
添
付
）

第
三
十
条
の
八
　

終
の
支
出
計
算
書
（
セ
ン
タ
ー
分
）

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
主
要
経
費
別
内
訳
表
（
第
三
号
の
二
書
式
）

二
　
事
項
別
内
訳
表
（
第
三
号
の
三
書
式
）

三
　
官
署
支
出
官
別
科
目
別
支
出
済
額
内
訳
表
（
第
三

号
の
六
書
式
）

（
支
出
計
算
書
（
セ
ン
タ
ー
分
）
の
証
拠
書
類
）

第
三
十
条
の
九
　
支
出
計
算
書
（
セ
ン
タ
ー
分
）
の
証
拠

書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
領
収
証
書
（
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三

十
五
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
に

資
金
を
交
付
し
た
場
合
は
、
日
本
銀
行
の
領
収
証

書
）
。
た
だ
し
、
領
収
証
書
を
得
難
い
と
き
は
、
そ

の
事
由
、
支
払
先
及
び
支
払
金
額
を
明
ら
か
に
し
た

セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
証
明
書

二
　
日
本
銀
行
の
振
替
済
書

三
　
日
本
銀
行
の
支
払
済
書

四
　
支
出
官
事
務
規
程
第
三
十
条
に
規
定
す
る
小
切
手

の
振
出
し
又
は
支
払
指
図
書
若
し
く
は
国
庫
金
振
替

書
の
交
付
若
し
く
は
送
信
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た

書
類

（
証
拠
書
類
の
編
集
方
法
の
特
例
）

第
三
十
条
の
十
　
前
条
の
証
拠
書
類
又
は
証
拠
書
類
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て

は
、
第
八
条
及
び
第
八
条
の
二
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。

２
　
前
条
の
証
拠
書
類
は
、
日
別
に
編
集
し
、
第
八
条
第

四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
表
紙
を
付
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
条
の
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
は
、
日
別
に
編
集
し
、
第
八
条
第
四
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を

併
せ
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
条
の
証
拠
書
類
と
当
該
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
と
を
提
出
す
る
と
き

は
、
当
該
証
拠
書
類
の
表
紙
に
は
、
第
二
項
に
規
定
す

る
事
項
の
ほ
か
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
も
の

が
あ
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
書
類
に
付
記
す
る
事
項
）

第
三
十
条
の
十
一
　
第
三
十
条
の
九
第
三
号
に
規
定
す
る

日
本
銀
行
の
支
払
済
書
（
当
該
支
払
済
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
は
、

支
払
時
期
、
支
払
方
法
そ
の
他
支
払
の
内
容
を
明
ら
か

に
し
た
事
項
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誤
び
ゅ
う
及
び
訂
正
の
報
告
）

第
三
十
条
の
十
二
　

終
の
支
出
計
算
書
（
セ
ン
タ
ー

分
）
を
提
出
し
た
後
に
お
い
て
、
計
算
書
に
記
載
し
、

又
は
記
録
し
た
年
度
、
科
目
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

誤
り
を
発
見
し
、
そ
の
訂
正
の
処
理
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
都
度
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
節
　
収
入
官
吏
の
計
算
証
明

（
収
入
金
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
三
十
一
条
　
収
入
金
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、

収
入
官
吏
（
収
入
官
吏
代
理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

並
び
に
次
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
計
算
証

明
を
す
る
分
任
収
入
官
吏
（
分
任
収
入
官
吏
代
理
を
含

む
。
次
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
及
び
出
納
員

と
し
、
証
明
期
間
は
、
会
計
検
査
院
の
別
に
指
定
す
る

も
の
は
三
月
、
そ
の
他
の
も
の
は
一
年
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
収
入
金
現
金
出
納
計
算
書
（
第
四
号
書

式
）
と
す
る
。

（
分
任
収
入
官
吏
の
分
等
の
計
算
証
明
）

第
三
十
二
条
　
分
任
収
入
官
吏
又
は
出
納
員
の
取
り
扱
っ

た
計
算
は
、
所
属
の
主
任
収
入
官
吏
の
計
算
に
併
算
す

る
。
た
だ
し
、
各
省
各
庁
の
長
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合

は
、
分
任
収
入
官
吏
又
は
出
納
員
が
単
独
で
計
算
証
明

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
任
収
入
官
吏
が
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
計
算

証
明
を
す
る
と
き
は
、
分
任
収
入
官
吏
、
分
任
収
入
官

吏
代
理
又
は
出
納
員
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の

証
拠
書
類
は
、
分
任
収
入
官
吏
又
は
出
納
員
ご
と
に
別

冊
と
し
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
区
分
し

て
編
集
し
、
当
該
分
任
収
入
官
吏
又
は
出
納
員
の
職
氏

名
を
証
拠
書
類
の
表
紙
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八

条
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
、
第
八
条
の
二
」
と
、

「
の
表
紙
に
記
載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記
録
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
検
査
書
の
添
付
）

第
三
十
三
条
　
収
入
金
現
金
出
納
計
算
書
に
は
、
予
算
決

算
及
び
会
計
令
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
書
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
入
金
現
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
三
十
四
条
　
収
入
金
現
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類

は
、
日
本
銀
行
又
は
他
の
出
納
職
員
の
領
収
証
書
と
す

る
。

第
九
節
　
資
金
前
渡
官
吏
の
計
算
証
明

（
前
渡
資
金
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
三
十
五
条
　
前
渡
資
金
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者

は
、
資
金
前
渡
官
吏
（
資
金
前
渡
官
吏
代
理
を
含
む
。

第
三
号
書
式
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
次
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
分
任

資
金
前
渡
官
吏
（
分
任
資
金
前
渡
官
吏
代
理
を
含
む
。

次
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
三
号
書
式
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

及
び
出
納
員
と
し
、
証
明
期
間
は
、
一
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
前
渡
資
金
出
納
計
算
書
（
第
五
号
書

式
）
と
す
る
。

（
分
任
資
金
前
渡
官
吏
の
分
等
の
計
算
証
明
）

第
三
十
六
条
　
分
任
資
金
前
渡
官
吏
又
は
出
納
員
の
取
り

扱
っ
た
計
算
は
、
所
属
の
主
任
資
金
前
渡
官
吏
の
計
算

に
併
算
す
る
。
た
だ
し
、
各
省
各
庁
の
長
の
指
示
が
あ

っ
た
場
合
は
、
分
任
資
金
前
渡
官
吏
又
は
出
納
員
が
単

独
で
計
算
証
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
任
資
金
前
渡
官
吏
が
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

計
算
証
明
を
す
る
と
き
は
、
分
任
資
金
前
渡
官
吏
、
分

任
資
金
前
渡
官
吏
代
理
又
は
出
納
員
の
取
り
扱
っ
た
計

算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
は
、
分
任
資

金
前
渡
官
吏
又
は
出
納
員
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八
条

及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該

分
任
資
金
前
渡
官
吏
又
は
出
納
員
の
職
氏
名
を
証
拠
書

類
及
び
添
付
書
類
の
表
紙
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊

と
し
、
第
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
、
第
八
条
の

二
」
と
、
「
の
表
紙
に
記
載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記

録
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
預
託
金
月
計
突
合
表
の
添
付
）

第
三
十
七
条
　
前
渡
資
金
出
納
計
算
書
に
は
、
日
本
銀
行

国
庫
金
取
扱
規
程
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
預
託
金
月

計
突
合
表
（
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
銀
行
以
外
の

銀
行
に
預
託
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
現
在
高

を
証
明
す
る
書
類
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
添
付
し
難
い
と

き
は
、
そ
の
旨
を
計
算
書
の
備
考
欄
に
記
入
し
て
、
別

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
書
の
添
付
）

第
三
十
八
条
　
前
渡
資
金
出
納
計
算
書
に
は
、
予
算
決
算

及
び
会
計
令
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
書
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
前
渡
資
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
三
十
九
条
　
前
渡
資
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
領
収
証
書
（
出
納
官
吏
事
務
規
程
第
四
十
八
条
又

は
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
日
本
銀
行
に
送
金
又
は
振
込
み
の
請
求
を
し
た

場
合
は
、
日
本
銀
行
の
領
収
証
書
、
国
庫
内
移
換
の

た
め
日
本
銀
行
に
国
庫
金
振
替
書
を
交
付
し
た
場
合

は
、
日
本
銀
行
の
振
替
済
書
）
。
た
だ
し
、
領
収
証

書
を
得
難
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
、
支
払
先
及
び
支

払
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
資
金
前
渡
官
吏
の
証
明
書

二
　
支
払
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
決
議
書
の
類

三
　
請
求
書

四
　
契
約
書
（
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
た
と
き
は
、

請
書
そ
の
他
契
約
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
）

五
　
契
約
の
変
更
、
解
除
又
は
違
約
処
分
を
し
た
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
関
係
書
類

六
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
一
条
の
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
検
査
調
書
又
は
契
約
事
務
取
扱
規
則
第

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
係
る
書
面

２
　
国
家
公
務
員
の
給
与
又
は
児
童
手
当
に
つ
い
て
は
、

前
項
第
一
号
の
領
収
証
書
（
当
該
領
収
証
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
代

え
て
、
給
与
証
明
書
（
第
五
号
の
二
書
式
）
又
は
児
童

手
当
支
払
証
明
書
（
第
五
号
の
三
書
式
）
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
　
前
金
払
又
は
概
算
払
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

前
金
払
又
は
概
算
払
の
別
に
そ
の
金
額
を
証
拠
書
類
及

び
添
付
書
類
の
仕
切
紙
に
内
数
と
し
て
記
載
し
、
又
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
に
内
数
と
し
て
併
せ
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
五
十
一
条
第
十
三
号
に
規

定
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
に
交
付
を
受
け
た
資
金
に

係
る
前
渡
資
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類
は
、
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。
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一
　
領
収
証
書
（
国
庫
内
移
換
の
た
め
日
本
銀
行
に
国

庫
金
振
替
書
を
交
付
し
た
場
合
は
、
日
本
銀
行
の
振

替
済
書
）
。
た
だ
し
、
領
収
証
書
を
得
難
い
と
き
は
、

そ
の
事
由
、
支
払
先
及
び
支
払
金
額
を
明
ら
か
に
し

た
資
金
前
渡
官
吏
の
証
明
書

二
　
支
払
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
決
議
書
の
類

三
　
支
出
官
事
務
規
程
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

支
払
請
求
書

５
　
前
項
の
証
拠
書
類
は
、
第
一
項
の
証
拠
書
類
と
区
分

し
て
編
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
競
争
契
約
に
関
す
る
書
類
の
添
付
）

第
四
十
条
　
一
般
競
争
に
付
し
た
財
産
の
購
入
又
は
借
入

れ
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
五
百
万
円
（
賃
借
料
に
つ
い
て

は
、
年
額
又
は
総
額
の
計
算
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い

契
約
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添
付

す
る
こ
と
に
代
え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ

た
際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
資
金
前
渡
官

吏
等
（
資
金
前
渡
官
吏
並
び
に
第
三
十
六
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
分
任
資
金
前

渡
官
吏
及
び
出
納
員
を
い
う
。
第
三
号
書
式
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
が
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
公
告
に
関
す
る
書
類

二
　
予
定
価
格
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

た
書
類

三
　
全
て
の
入
札
書
又
は
入
札
者
氏
名
及
び
入
札
金
額

を
明
ら
か
に
し
た
関
係
職
員
の
証
明
書

四
　
契
約
書
の
附
属
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
指
名
競
争
に
よ
っ
た
契
約
に
よ
る

支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
随
意
契
約
に
関
す
る
書
類
の
添
付
）

第
四
十
一
条
　
随
意
契
約
に
よ
っ
た
財
産
の
購
入
又
は
借

入
れ
そ
の
他
の
契
約
に
よ
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三
百
万
円
（
賃
借
料
に
つ
い
て

は
、
年
額
又
は
総
額
の
計
算
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い

契
約
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添
付

す
る
こ
と
に
代
え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ

た
際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
資
金
前
渡
官

吏
等
が
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
予
定
価
格
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

た
書
類

二
　
見
積
書

三
　
契
約
書
の
附
属
書
類

四
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
九
十
九
条
の
二
又
は
第

九
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
を
し
た
場

合
は
、
前
回
ま
で
の
競
争
に
関
す
る
概
要
を
明
ら
か

に
し
た
調
書

（
国
の
材
料
等
を
使
用
す
る
も
の
に
関
す
る
書
類
の
添

付
）

第
四
十
二
条
　
請
負
に
付
し
た
工
事
、
製
造
等
に
つ
い

て
、
請
負
価
格
に
算
入
さ
れ
な
い
国
の
材
料
又
は
物
件

若
し
く
は
施
設
を
使
用
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
品
名
等
、
数
量
、
単
価
及
び
価
格
を
証
拠
書
類
に
付

記
し
、
又
は
そ
の
仕
訳
書
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
国
の
労
力
を
使
用
す
る
も
の
が
あ

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
直
営
工
事
に
関
す
る
書
類
の
添
付
等
）

第
四
十
三
条
　
直
営
工
事
の

初
の
支
払
に
つ
い
て
計
算

証
明
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
工
事
の
設
計
書
及
び
そ
の

附
属
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
工
事
費
総
額
が
七
百
万
円
を
超
え
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
証
拠
書
類
に
添
付
す
る
こ
と
に
代

え
て
、
会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ
た
際
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
資
金
前
渡
官
吏
等
が
保
管
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
直
営
工
事
の
設
計
書
及
び
そ
の
附
属
書
類
を
提
出
し

た
後
に
お
い
て
、
そ
の
工
事
の
設
計
等
の
変
更
等
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
設
計
書
等
を
、
変
更
し
た
後
の

初
の
支
払
に
つ
い
て
計
算
証
明
を
す
る
と
き
の
証
拠

書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
直
営
工
事
に
つ
い
て
は
、
年
度
内
施
行
部

分
に
関
す
る
報
告
書
を
年
度
経
過
後
二
月
を
超
え
な
い

期
間
に
会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
書
類
に
付
記
す
る
事
項
）

第
四
十
四
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
を
関
係
す
る
証
拠
書
類
（
第
五
号
に
あ

っ
て
は
、
第
二
回
以
後
の
支
払
の
領
収
証
書
）
に
付
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
条
の
二
第
一
項
第
四

号
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
た
と

き
　
そ
の
旨

二
　
財
産
の
購
入
又
は
借
入
れ
そ
の
他
の
契
約
に
つ
い

て
、
指
名
競
争
に
付
し
た
と
き
、
又
は
随
意
契
約
に

よ
っ
た
と
き
（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
九
十
四
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号

又
は
第
九
十
九
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く

は
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
く
場
合
を
除
く
。
）
　
適
用

し
た
法
令
の
条
項

三
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
八
十
八
条
又
は
第
八
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
次
順
位
者
を
落
札
者
と
し
た
と

き
　
そ
の
旨

四
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
百
一
条
の
五
の
規
定
に

よ
り
数
量
以
外
の
も
の
の
検
査
を
省
略
し
た
と
き
　

そ
の
旨

五
　
一
件
の
契
約
等
に
つ
い
て
、
二
回
以
上
の
支
払
を

し
た
と
き
　
前
回
ま
で
の
支
払
の
年
月
日
及
び
金
額

六
　
継
続
費
又
は
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
支
出

負
担
行
為
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
支
払
を
し
た
も

の
が
あ
る
と
き
　
継
続
費
又
は
国
庫
債
務
負
担
行
為

に
基
づ
く
支
出
負
担
行
為
の
年
月
日
及
び
金
額

七
　
財
産
の
購
入
又
は
運
送
に
つ
い
て
の
支
払
（
前
金

払
及
び
概
算
払
の
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
　

国
有
財
産
台
帳
若
し
く
は
物
品
管
理
簿
に
記
載
し
、

若
し
く
は
記
録
し
た
年
月
日
又
は
運
送
済
み
の
年

月
日

（
前
金
払
等
の
精
算
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
）

第
四
十
五
条
　
前
金
払
又
は
概
算
払
を
し
た
も
の
（
旅

費
、
定
額
制
供
給
に
係
る
電
灯
電
力
料
及
び
日
本
放
送

協
会
に
対
し
支
払
う
受
信
料
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、

そ
れ
に
相
当
す
る
反
対
給
付
等
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は

支
払
額
と
反
対
給
付
等
と
の
差
額
分
に
つ
い
て
の
返
納

が
あ
っ
た
と
き
は
、
精
算
の
事
実
に
つ
い
て
の
計
算
を

明
ら
か
に
し
た
明
細
書
を
前
渡
資
金
出
納
計
算
書
に
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
明
細
書
は
、
前
金
払
及
び
概
算
払
に
区
分

し
、
科
目
ご
と
に
細
分
し
て
仕
切
紙
を
付
し
て
編
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
明
細
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
記

録
に
記
録
す
る
と
き
は
、
前
金
払
及
び
概
算
払
に
区
分

し
、
科
目
ご
と
に
細
分
し
て
編
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
振
出
小
切
手
支
払
未
済
の
調
書
の
添
付
等
）

第
四
十
六
条
　

終
の
証
明
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
振

出
小
切
手
に
対
し
、
日
本
銀
行
で
支
払
未
済
の
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
振
出
日
付
、
番
号
、
科
目
、
金
額

及
び
債
権
者
名
を
記
載
し
た
調
書
を

終
の
前
渡
資
金

出
納
計
算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
調
書
（
当
該
調
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記

録
し
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
処
理
が
完
結
し
た
と
き

は
、
そ
の
都
度
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
処
理
事
項
の
調
書
の
添
付
等
）

第
四
十
七
条
　

終
の
証
明
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
一
件
ご
と
に
そ
の
金
額
、
事
由
及
び
処
理
の
完
結

予
定
期
限
を
記
載
し
た
調
書
を

終
の
前
渡
資
金
出
納

計
算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
契
約
等
に
よ
り
債
務
を
負
担
し
た
も
の
で
、
支
払

が
済
ま
な
い
も
の

二
　
前
金
払
又
は
概
算
払
を
し
た
も
の
で
、
そ
の
支
払

額
に
相
当
す
る
反
対
給
付
等
の
な
い
場
合
で
、
そ
の

差
額
又
は
全
額
の
返
納
を
受
け
て
い
な
い
も
の

三
　
資
金
の
残
額
で
、
返
納
が
済
ま
な
い
も
の

四
　
年
度
、
科
目
そ
の
他
の
誤
り
で
、
そ
の
処
理
が
済

ま
な
い
も
の

２
　
前
項
の
調
書
（
当
該
調
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記

録
し
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
処
理
が
完
結
し
た
と
き

は
、
そ
の
都
度
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誤
び
ゅ
う
及
び
訂
正
の
報
告
）

第
四
十
七
条
の
二
　

終
の
前
渡
資
金
出
納
計
算
書
を
提

出
し
た
後
に
お
い
て
、
計
算
書
に
記
載
し
、
又
は
記
録

し
た
年
度
、
科
目
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
誤
り
を
発

見
し
、
そ
の
訂
正
の
処
理
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度

そ
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
五
十
一
条
第
十
三
号
に
規

定
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
に
交
付
を
受
け
た
資
金
に

係
る
計
算
証
明
の
特
例
）

第
四
十
七
条
の
三
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
五
十
一
条

第
十
三
号
に
規
定
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
に
交
付
を

受
け
た
資
金
に
係
る
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
第
四
十

条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
は

適
用
し
な
い
。

第
十
節
　
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
の
計
算

証
明

（
歳
入
歳
出
外
現
金
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び

計
算
書
）

第
四
十
八
条
　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
つ
い
て
は
、
証
明
責

任
者
は
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
（
歳
入
歳
出
外

現
金
出
納
官
吏
代
理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に

次
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す

る
分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
（
分
任
歳
入
歳
出

外
現
金
出
納
官
吏
代
理
を
含
む
。
次
条
第
二
項
（
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
及
び
出
納
員
と
し
、
証
明
期
間
は
、
会

計
検
査
院
の
別
に
指
定
す
る
も
の
は
三
月
、
そ
の
他
の

も
の
は
一
年
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
計
算
書
（
第
六

号
書
式
）
と
す
る
。

（
分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
の
分
等
の
計
算
証

明
）

第
四
十
九
条
　
分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
又
は
出

納
員
の
取
り
扱
っ
た
計
算
は
、
所
属
の
主
任
歳
入
歳
出

7



外
現
金
出
納
官
吏
の
計
算
に
併
算
す
る
。
た
だ
し
、
各

省
各
庁
の
長
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、
分
任
歳
入
歳

出
外
現
金
出
納
官
吏
又
は
出
納
員
が
単
独
で
計
算
証
明

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
が
、
前
項
本
文
の

規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
と
き
は
、
分
任
歳
入
歳

出
外
現
金
出
納
官
吏
、
分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官

吏
代
理
又
は
出
納
員
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の

証
拠
書
類
は
、
分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
又
は

出
納
員
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規

定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
歳
入
歳
出
外

現
金
出
納
官
吏
又
は
出
納
員
の
職
氏
名
を
証
拠
書
類
の

表
紙
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八

条
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
、
第
八
条
の
二
」
と
、

「
の
表
紙
に
記
載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記
録
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
検
査
書
等
の
添
付
）

第
五
十
条
　
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
計
算
書
に
は
、
予
算

決
算
及
び
会
計
令
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
書

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
計
算

書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
会
計
検
査

院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
五
十
一
条
　
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書

類
は
、
受
入
れ
に
つ
い
て
は
、
金
額
及
び
事
由
等
を
明

ら
か
に
し
た
他
の
職
員
の
証
明
書
と
し
、
払
出
し
に
つ

い
て
は
、
領
収
証
書
等
払
出
し
の
事
実
を
証
明
す
る
書

類
と
す
る
。

（
振
出
小
切
手
支
払
未
済
の
調
書
の
添
付
等
）

第
五
十
二
条
　

終
の
証
明
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
振

出
小
切
手
に
対
し
、
日
本
銀
行
で
支
払
未
済
の
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
振
出
日
付
、
番
号
、
種
別
、
金
額

及
び
債
権
者
名
を
記
載
し
た
調
書
を

終
の
歳
入
歳
出

外
現
金
出
納
計
算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
調
書
（
当
該
調
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記

録
し
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
処
理
が
完
結
し
た
と
き

は
、
そ
の
都
度
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
節
　
国
庫
金
の
運
用
を
管
掌
す
る
職
員

の
計
算
証
明

（
国
庫
金
の
運
用
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計

算
書
）

第
五
十
三
条
　
国
庫
金
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任

者
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
国
庫
金
の
運
用

を
管
掌
す
る
職
員
と
し
、
証
明
期
間
は
、
一
月
と
す

る
。

２
　
計
算
書
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
国
庫
金

運
用
計
算
書
（
貨
幣
回
収
準
備
資
金
に
あ
っ
て
は
、
貨

幣
回
収
準
備
資
金
受
払
計
算
書
。
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
国
庫
金
運
用
計
算
書
の
添
付
書
類
）

第
五
十
四
条
　
国
庫
金
運
用
計
算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
国
庫
金
運
用
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
五
十
五
条
　
国
庫
金
運
用
計
算
書
の
証
拠
書
類
は
、
会

計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
財
政
融
資
資
金
に
関
す
る
特
別
の
書
類
）

第
五
十
六
条
　
財
政
融
資
資
金
に
つ
い
て
は
、
会
計
検
査

院
が
別
に
指
定
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
二
節
　
国
債
そ
の
他
の
債
務
に
関
す
る
事

務
を
管
掌
す
る
職
員
の
計
算
証
明

（
国
債
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
五
十
七
条
　
国
債
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
会

計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
国
債
事
務
を
管
掌
す
る
職

員
と
し
、
証
明
期
間
は
、
三
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
国
債
増

減
計
算
書
と
す
る
。

（
国
債
増
減
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
五
十
八
条
　
国
債
増
減
計
算
書
の
証
拠
書
類
は
、
会
計

検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
国
の
債
務
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
五
十
八
条
の
二
　
国
の
債
務
（
国
債
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
債
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者

と
し
、
証
明
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

一
　
継
続
費
又
は
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
支
出

負
担
行
為
に
係
る
債
務
　
支
出
負
担
行
為
担
当
官

（
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代
理
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）

二
　
次
に
掲
げ
る
債
務
　
当
該
債
務
に
関
す
る
事
務
を

管
掌
す
る
職
員

イ
　
予
算
総
則
で
債
務
負
担
の
限
度
額
が
定
め
ら
れ

て
い
る
も
の
に
係
る
債
務

ロ
　
法
律
、
条
約
等
で
債
務
の
総
額
又
は
債
務
負
担

の
限
度
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
債
務

（
法
律
、
条
約
等
で
債
務
の
総
額
又
は
債
務
負
担

の
限
度
額
が
具
体
的
な
金
額
を
も
っ
て
明
確
に
定

め
ら
れ
て
い
な
い
債
務
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
債
務
を
含
む
。
）

（１）
　
国
の
後
年
度
の
財
政
負
担
と
な
る
、
又
は
な

る
こ
と
が
あ
る
債
務
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
法
律
、
条
約
等
で
債
務
負
担
の
権
限
が
付
与

さ
れ
て
い
る
債
務
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
次
項
に
規
定
す
る
債
務
負
担
額
計
算
書
に
記

載
し
、
又
は
記
録
す
る
金
額
の
計
数
が
同
計
算

書
の
作
成
時
ま
で
に
制
度
上
具
体
的
に
把
握
で

き
る
債
務
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
他
会
計
へ
の
繰
入
未
済
金
（
他
会
計
へ
の
繰
戻

未
済
金
を
含
む
。
）

三
　
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
係
る
債
務
　
歳
出
予
算
の

繰
越
し
の
手
続
に
関
す
る
事
務
を
委
任
さ
れ
た
支
出

負
担
行
為
担
当
官
そ
の
他
の
職
員

２
　
計
算
書
は
、
債
務
負
担
額
計
算
書
（
第
六
号
の
二
書

式
）
と
す
る
。

（
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
の
分
等
の
計
算
証
明
）

第
五
十
八
条
の
三
　
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
又
は
分

任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代
理
の
取
り
扱
っ
た
計
算

は
、
所
属
の
支
出
負
担
行
為
担
当
官
の
計
算
に
併
算
す

る
。

２
　
支
出
負
担
行
為
担
当
官
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

証
明
を
す
る
と
き
は
、
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
又

は
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
代
理
の
取
り
扱
っ
た
計

算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
は
、
分
任
支
出
負
担
行
為
担

当
官
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定

に
よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
支
出
負
担
行
為

担
当
官
の
職
氏
名
を
証
拠
書
類
の
表
紙
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八

条
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
、
第
八
条
の
二
」
と
、

「
の
表
紙
に
記
載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記
録
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
債
務
負
担
額
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
五
十
八
条
の
四
　
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
債
務
に
係
る
債
務
負
担
額
計
算
書
の
証
拠
書
類

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
契
約
書

二
　
支
出
負
担
行
為
等
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
大

蔵
省
令
第
十
八
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
支
出
負

担
行
為
の
内
容
等
を
示
す
書
類

２
　
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
債
務
に
係
る
債
務
負
担
額
計
算
書
の
証
拠
書
類

は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

第
十
三
節
　
物
品
管
理
官
等
の
計
算
証
明

（
物
品
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
五
十
九
条
　
物
品
（
物
品
管
理
官
の
管
理
に
属
し
な
い

も
の
を
除
く
。
第
六
十
二
条
の
四
及
び
第
六
十
二
条
の

五
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
物
品
管
理
官
（
物
品
管
理
官

代
理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
次
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
分
任
物
品
管
理

官
（
分
任
物
品
管
理
官
代
理
を
含
む
。
次
条
第
三
項

（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を

除
き
、
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
証
明
期
間
は
、
会
計
検

査
院
の
別
に
指
定
す
る
も
の
は
三
月
、
そ
の
他
の
も
の

は
一
年
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
物
品
管
理
計
算
書
（
第
七
号
書
式
）
と

す
る
。

（
分
任
物
品
管
理
官
の
分
等
の
計
算
証
明
）

第
六
十
条
　
分
任
物
品
管
理
官
の
取
り
扱
っ
た
計
算
は
、

所
属
の
主
任
物
品
管
理
官
の
計
算
に
併
算
す
る
。
た
だ

し
、
各
省
各
庁
の
長
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、
分
任

物
品
管
理
官
が
単
独
で
計
算
証
明
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
主
任
物
品
管
理
官
は
、
計
算
書
に
分
任
物
品
管
理
官

が
物
品
管
理
計
算
書
に
準
じ
て
作
成
し
た
報
告
書
を
添

付
し
て
、
前
項
本
文
の
併
算
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
主
任
物
品
管
理
官
が
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

計
算
証
明
を
す
る
と
き
は
、
分
任
物
品
管
理
官
又
は
分

任
物
品
管
理
官
代
理
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の

証
拠
書
類
は
、
分
任
物
品
管
理
官
ご
と
に
別
冊
と
し
、

第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集

し
、
当
該
分
任
物
品
管
理
官
の
職
氏
名
を
証
拠
書
類
の

表
紙
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
ご
と
に
別
冊
と
し
、
第
八

条
」
と
あ
る
の
は
「
の
別
に
、
第
八
条
の
二
」
と
、

「
の
表
紙
に
記
載
」
と
あ
る
の
は
「
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
併
せ
て
記
録
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
未
供
用
物
品
等
調
書
等
の
添
付
）

第
六
十
一
条
　
物
品
管
理
計
算
書
に
は
、
同
計
算
書
の
本

年
度
末
に
係
る
何
年
度
末
現
在
欄
に
記
入
し
た
物
品
の

う
ち
、
供
用
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定

す
る
事
項
を
記
載
し
た
調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
貸
付
け
　
数
量
並
び
に
有
償
で
貸
し
付
け
た
も
の

の
貸
付
年
月
日
、
貸
付
期
間
、
貸
付
先
及
び
貸
付
け

の
事
由

二
　
寄
託
　
数
量
並
び
に
寄
託
年
月
日
、
寄
託
先
及
び

寄
託
の
事
由
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三
　
保
管
　
数
量
並
び
に
取
得
年
月
日
及
び
供
用
し
て

い
な
い
事
由

２
　
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
物
品
管
理
計
算
書
に
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指

定
す
る
。

（
物
品
管
理
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
六
十
二
条
　
物
品
管
理
計
算
書
の
証
拠
書
類
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
物
品
の
増
減
に
関
す
る
命
令
の
内
容
を
明
ら
か
に

し
た
書
類
（
命
令
に
よ
ら
な
い
増
減
に
つ
い
て
は
、

当
該
増
減
に
関
す
る
決
議
書
、
確
認
書
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
）

二
　
物
品
の
分
類
換
え
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
た
関
係
書
類

三
　
無
償
で
物
品
を
譲
り
受
け
、
又
は
譲
渡
し
た
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
並
び
に
品
目
、
数
量
及

び
価
格
を
明
ら
か
に
し
た
関
係
書
類

四
　
無
償
で
物
品
を
貸
し
付
け
、
又
は
貸
付
条
件
を
変

更
し
、
若
し
く
は
契
約
を
解
除
し
た
も
の
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
た
関
係
書
類

五
　
物
品
を
交
換
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事

由
を
明
ら
か
に
し
た
関
係
書
類
及
び
価
格
評
定
調
書

六
　
物
品
を
出
資
の
目
的
と
し
た
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
た
関
係
書
類
及
び
価

格
評
定
調
書

七
　
物
品
を
廃
棄
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
品
目
、

数
量
、
不
用
の
決
定
及
び
廃
棄
の
事
由
並
び
に
廃
棄

の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
関
係
書
類

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
に

つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

会
計
検
査
院
か
ら
要
求
の
あ
っ
た
際
に
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
物
品
管
理
官
が
保
管
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
検
査
書
の
提
出
）

第
六
十
二
条
の
二
　
物
品
管
理
官
等
（
物
品
管
理
官
及
び

第
六
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明

を
す
る
分
任
物
品
管
理
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

物
品
管
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三

十
九
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
書
を
年
度

経
過
後
二
月
を
超
え
な
い
期
間
に
会
計
検
査
院
に
到
達

す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
書
に
よ
る
計
算
証
明
）

第
六
十
二
条
の
三
　
証
明
期
間
が
一
年
で
あ
る
物
品
の
う

ち
、
物
品
管
理
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
物
品
以
外
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
会
計
検
査
院
法

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
の
規
定
に

よ
る
検
査
書
（
当
該
検
査
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
（
同
令
第
四
十
七
条
第

二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
検
査
書
の

様
式
に
準
じ
て
作
成
し
た
物
品
管
理
官
等
の
報
告
書
）

の
提
出
を
も
っ
て
計
算
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
物
品
管
理
官
等
は
、
第

六
十
二
条
に
規
定
す
る
書
類
を
会
計
検
査
院
か
ら
要
求

の
あ
っ
た
際
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
物
品
管
理
官
の
管
理
に
属
し
な
い
物
品
の
証
明
責
任

者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
六
十
二
条
の
四
　
物
品
管
理
官
の
管
理
に
属
し
な
い
物

品
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
当
該
物
品
を
管
理

す
る
職
員
と
し
、
証
明
期
間
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に

指
定
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
物
品
管
理
官
の
管
理
に
属
し
な
い
物
品
の
計
算
書
の

証
拠
書
類
）

第
六
十
二
条
の
五
　
物
品
管
理
官
の
管
理
に
属
し
な
い
物

品
の
計
算
書
の
証
拠
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指

定
す
る
。第

十
四
節
　
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
職
員
の
計

算
証
明

（
有
価
証
券
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
六
十
三
条
　
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
国
の
所
有

し
、
又
は
保
管
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
明
責

任
者
は
、
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
職
員
と
し
、
証
明
期

間
は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
有
価
証

券
増
減
計
算
書
と
す
る
。

（
有
価
証
券
増
減
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
六
十
三
条
の
二
　
有
価
証
券
増
減
計
算
書
の
証
拠
書
類

は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

第
十
五
節
　
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
を
行

う
職
員
の
計
算
証
明

（
国
有
財
産
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
六
十
四
条
　
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者

は
、
各
省
各
庁
の
長
又
は
国
有
財
産
に
関
す
る
事
務
の

一
部
を
分
掌
す
る
部
局
等
の
長
と
し
、
証
明
期
間
は
、

一
年
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
計
算
書

（
第
八
号
書
式
）
及
び
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
計
算

書
（
第
九
号
書
式
）
と
す
る
。

３
　
前
項
の
計
算
書
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
証
明
期
間
経
過
後
四
月
を
超
え
な
い
期
間
に
会
計

検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
督
官
庁
等
を
経
由
し
て

提
出
す
る
と
き
は
、
監
督
官
庁
等
は
計
算
書
に
そ
の
受

理
の
年
月
日
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
国
有
財
産
の
増
減
事
由
別
の
調
書
の
添
付
）

第
六
十
四
条
の
二
　
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
計
算
書

に
は
、
土
地
、
建
物
等
の
区
分
ご
と
に
そ
の
増
減
額
を

国
有
財
産
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省
令
第

九
十
二
号
）
別
表
第
二
に
定
め
る
増
減
事
由
用
語
別
に

分
類
し
た
調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
行
政
財
産
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
種
類

別
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
調
書
（
当
該
調
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
は
、
区
分
ご
と
に

一
件
三
億
円
以
上
の
増
又
は
減
と
な
る
も
の
に
つ
い

て
、
一
件
ご
と
に
口
座
別
名
称
、
所
在
地
名
、
区
分
、

種
目
、
数
量
、
価
格
、
増
減
年
月
日
及
び
増
減
事
由
を

明
ら
か
に
し
た
調
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
六
十
五
条
　
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
計
算
書
の
証

拠
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
国
有
財
産
の
分
類
若
し
く
は
種
類
を
変
更
し
、
又

は
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三

号
）
第
十
四
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
土
地
若
し
く

は
建
物
の
用
途
を
変
更
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
た
決
議
書
類

二
　
国
有
財
産
が
滅
失
し
、
又
は
こ
れ
を
取
り
壊
し
た

も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
た

調
書

三
　
無
償
で
国
有
財
産
を
取
得
し
、
又
は
譲
与
し
た
も

の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
た
決

議
書
類

四
　
公
債
を
交
付
し
て
国
有
財
産
を
取
得
し
た
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に
し
た
決
議
書

類
及
び
価
格
算
定
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

五
　
交
換
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を

明
ら
か
に
し
た
決
議
書
類
、
契
約
書
及
び
価
格
評
定

調
書

六
　
信
託
契
約
を
締
結
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
若
し
く

は
解
除
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
明

ら
か
に
し
た
決
議
書
類
及
び
契
約
書

七
　
出
資
の
目
的
と
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

事
由
を
明
ら
か
に
し
た
決
議
書
類
及
び
出
資
額
算
定

の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

八
　
分
収
造
林
契
約
（
部
分
林
契
約
を
含
む
。
）
又
は

共
用
林
野
契
約
を
締
結
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
若
し

く
は
解
除
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を

明
ら
か
に
し
た
決
議
書
類
及
び
契
約
書

（
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
六
十
六
条
　
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
計
算
書
の
証
拠

書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
無
償
の
貸
付
け
（
使
用
又
は
収
益
を
さ
せ
る
場
合

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
由
を
明
ら
か

に
し
た
決
議
書
類
及
び
契
約
書

二
　
無
償
の
貸
付
け
を
変
更
又
は
解
除
し
た
も
の
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
関
係
書
類

第
十
六
節
　
都
道
府
県
の
知
事
、
知
事
の
指
定

す
る
職
員
等
の
計
算
証
明

第
六
十
六
条
の
二
　
第
二
章
第
二
節
の
規
定
は
、
国
の
債

権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
各
省
各
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
債
権
の
管
理
に

関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
都
道
府
県
の
知
事

又
は
知
事
の
指
定
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
章
第
三
節
、
第

六
節
、
第
八
節
か
ら
第
十
節
ま
で
及
び
第
十
二
節
の
規

定
は
、
会
計
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

国
の
歳
入
、
歳
出
、
歳
入
歳
出
外
現
金
、
支
出
負
担
行

為
又
は
繰
越
し
の
手
続
及
び
繰
越
明
許
費
に
係
る
翌
年

度
に
わ
た
る
債
務
の
負
担
の
手
続
に
関
す
る
事
務
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
た
知
事
等
に
つ
い
て
、
同
章
第
十
三
節

の
規
定
は
、
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
物
品
の
管

理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
知
事
等
に
つ

い
て
、
同
章
第
十
五
節
の
規
定
は
、
国
有
財
産
法
第
九

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
有
財
産
に
関
す
る
事
務

の
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
三
章
　
国
庫
金
及
び
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
日

本
銀
行
の
計
算
証
明

（
通
則
）

第
六
十
六
条
の
三
　
会
計
検
査
院
法
第
二
十
二
条
第
四
号

の
規
定
に
よ
り
会
計
検
査
院
の
検
査
を
受
け
る
も
の
の

証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
証
明
書
類
に
関
し

て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
国
庫
金
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
等
）

第
六
十
七
条
　
日
本
銀
行
が
取
り
扱
う
国
庫
金
に
つ
い
て

は
、
証
明
責
任
者
は
、
日
本
銀
行
総
裁
と
し
、
証
明
期

間
は
、
一
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
国
庫
金

出
納
計
算
書
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
国
庫
金
の
う
ち
、
国
税
収
納
金
整
理
資
金

に
属
す
る
国
庫
金
に
つ
い
て
は
、
整
理
期
限
が
翌
年
度

の
六
月
一
日
又
は
同
月
二
日
と
な
る
場
合
に
は
、
前
二

項
の
規
定
（
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
会
計
検
査
院
が
指

定
し
た
書
式
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
日
を
五
月
末
日
と
み
な
す
。
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（
国
庫
金
出
納
計
算
書
の
添
付
書
類
）

第
六
十
七
条
の
二
　
国
庫
金
出
納
計
算
書
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す

る
。

（
国
庫
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
六
十
七
条
の
三
　
国
庫
金
出
納
計
算
書
の
証
拠
書
類

は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
日
本
銀
行
が
取
り
扱
う
国
庫
金
に
関
す
る
特
別
の
書

類
）

第
六
十
七
条
の
四
　
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
日

本
銀
行
が
取
り
扱
う
国
庫
金
に
関
し
て
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す

る
。

（
有
価
証
券
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書
）

第
六
十
八
条
　
日
本
銀
行
が
取
り
扱
う
国
の
所
有
又
は
保

管
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、

日
本
銀
行
総
裁
と
し
、
証
明
期
間
は
、
一
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
有
価
証

券
受
払
計
算
書
と
す
る
。

（
有
価
証
券
受
払
計
算
書
の
証
拠
書
類
）

第
六
十
八
条
の
二
　
有
価
証
券
受
払
計
算
書
の
証
拠
書
類

は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
日
本
銀
行
が
取
り
扱
う
国
の
所
有
又
は
保
管
に
係
る

有
価
証
券
に
関
す
る
特
別
の
書
類
）

第
六
十
八
条
の
三
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
日

本
銀
行
が
取
り
扱
う
国
の
所
有
又
は
保
管
に
係
る
有
価

証
券
に
関
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、

会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

第
四
章
　
出
資
法
人
等
の
計
算
証
明

第
一
節
　
通
則

（
通
則
）

第
六
十
九
条
　
会
計
検
査
院
法
第
二
十
二
条
第
五
号
、
第

六
号
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま

で
並
び
に
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
会
計
検
査
院
の
検

査
を
受
け
る
も
の
（
以
下
「
出
資
法
人
等
の
会
計
」
と

い
う
。
）
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
証
明

書
類
に
関
し
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
証
拠
書
類
の
形
式
の
特
例
）

第
六
十
九
条
の
二
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
出
資
法
人
等
の
会
計
の
計
算

証
明
を
す
る
と
き
は
、
証
拠
書
類
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り

読
み
取
る
方
法
に
よ
り
作
成
し
た
証
拠
書
類
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
原
本
又

は
謄
本
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
　
独
立
行
政
法
人
の
計
算
証
明

（
独
立
行
政
法
人
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計

算
書
等
）

第
七
十
条
　
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法

人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

三
号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
会
計
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
法
人
の
長
と

し
、
証
明
期
間
は
、
一
月
と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
合
計
残
高
試
算
表
（
合
計
試
算
表
、
残

高
試
算
表
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
と
す
る
。

３
　
次
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
前
項
の
計
算
書
の
証
拠
書
類
そ
の
他
会
計
検
査
院

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
つ
い
て
は
、
会

計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
合
計
残
高
試
算
表
の
添
付
書
類
）

第
七
十
一
条
　
合
計
残
高
試
算
表
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
会
計
単
位
別
、
経
理
単
位
別
、
勘
定
別
等
（
以
下

「
単
位
別
」
と
い
う
。
）
に
会
計
を
区
分
し
て
経
理
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
単
位
別
の
合
計
残
高
試
算

表
を
作
成
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
合
計
残
高
試

算
表

二
　
仮
払
金
及
び
仮
受
金
の
勘
定
内
訳
表
（
単
位
別
に

会
計
を
区
分
し
て
経
理
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

単
位
別
の
合
計
残
高
試
算
表
を
作
成
し
て
い
る
と
き

は
、
単
位
別
の
仮
払
金
及
び
仮
受
金
の
勘
定
内
訳
表

と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

三
　
契
約
一
覧
表
（
第
十
号
書
式
）

２
　
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
別
表
第
一
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
規
定
に
規
定
す
る
長
期
借
入
金
又
は
債
券
の
償
還
計

画
又
は
返
済
計
画
を
立
て
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け

た
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
の

初
の
月
の
合
計
残
高
試

算
表
に
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
償
還

計
画
又
は
返
済
計
画
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更

後
の
償
還
計
画
又
は
返
済
計
画
を
そ
の
月
の
合
計
残
高

試
算
表
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
書
類
の
ほ
か
、
別
表
第
一
の
第
三
欄
に
掲

げ
る
規
定
に
よ
る
納
付
金
を
国
庫
に
納
付
し
た
と
き

は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
書
類

を
そ
の
月
の
合
計
残
高
試
算
表
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
中
期
計
画
等
）

第
七
十
二
条
　
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中

期
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
中
期
計
画
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
度
計
画

を
定
め
、
主
務
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
年
度
計
画
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

３
　
通
則
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を

作
成
し
た
と
き
は
、
各
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に

会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
中
長
期
計
画
等
）

第
七
十
三
条
　
通
則
法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
中
長
期
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受

け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
長
期
計
画
に
変
更
が
あ

っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
通
則
法
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
度

計
画
を
定
め
、
主
務
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
年
度
計
画
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

３
　
通
則
法
第
三
十
五
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
報
告

書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
各
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以

内
に
会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
　
通
則
法
第
三
十
五
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
報
告

書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
末

日
を
含
む
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
会
計
検
査
院

に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
等
）

第
七
十
四
条
　
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
事
業
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
業
計
画
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
報

告
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
各
事
業
年
度
終
了
後
三
月

以
内
に
会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
報

告
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
の

後
の
事
業
年
度
終
了
後

三
月
以
内
に
会
計
検
査
院
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
及
び
そ
の
添
付
書
類
）

第
七
十
五
条
　
通
則
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

財
務
諸
表
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
財
務
諸
表
に
は
、
通
則
法
第
三
十
八
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
報
告
書
及
び
決
算
報
告
書
並
び
に

財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
に
関
す
る
監
査
報
告
（
通

則
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
監
査
人

の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
独
立
行
政
法
人
に

あ
っ
て
は
、
監
査
報
告
及
び
会
計
監
査
報
告
）
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
国
立
大
学
法
人
等
の
計
算
証
明

（
国
立
大
学
法
人
等
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び

計
算
書
等
）

第
七
十
六
条
　
国
立
大
学
法
人
等
（
国
立
大
学
法
人
法

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
会
計
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
国
立
大
学
法

人
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
学
長
又
は
理
事
長
、

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

あ
っ
て
は
機
構
長
と
し
、
証
明
期
間
は
、
一
月
と
す

る
。

２
　
計
算
書
は
、
合
計
残
高
試
算
表
と
す
る
。

３
　
次
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
前
項
の
計
算
書
の
証
拠
書
類
そ
の
他
会
計
検
査
院

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
つ
い
て
は
、
会

計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
合
計
残
高
試
算
表
の
添
付
書
類
）

第
七
十
七
条
　
合
計
残
高
試
算
表
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
単
位
別
に
会
計
を
区
分
し
て
経
理
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
単
位
別
の
合
計
残
高
試
算
表
を
作
成
し

て
い
る
と
き
は
、
当
該
合
計
残
高
試
算
表

二
　
仮
払
金
及
び
仮
受
金
の
勘
定
内
訳
表

三
　
契
約
一
覧
表
（
第
十
号
書
式
）

２
　
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
三

条
の
二
に
規
定
す
る
長
期
借
入
金
又
は
債
券
の
償
還
計

画
を
立
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き

は
、
毎
事
業
年
度
の

初
の
月
の
合
計
残
高
試
算
表

に
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
償
還
計
画

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
償
還
計
画
を
そ

の
月
の
合
計
残
高
試
算
表
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
二
項
の
書
類
の
ほ
か
、
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
を
国
庫
に
納
付
し

た
と
き
は
、
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年

政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定

す
る
書
類
を
そ
の
月
の
合
計
残
高
試
算
表
に
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
計
残
高
試
算
表
の
証
拠
書
類
）

第
七
十
八
条
　
大
学
に
医
学
に
関
す
る
学
部
を
置
く
国
立

大
学
法
人
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
合
計
残
高
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試
算
表
の
証
拠
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。

一
　
五
千
万
円
を
超
え
る
工
事
の
請
負
及
び
三
千
万
円

を
超
え
る
そ
の
他
の
契
約
に
関
す
る
契
約
書

二
　
前
号
に
規
定
す
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
に
関
す

る
書
類

（
合
計
残
高
試
算
表
の
証
拠
書
類
の
添
付
書
類
）

第
七
十
九
条
　
前
条
に
規
定
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
証
拠
書
類
に
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
契
約
書
の
附
属
書
類

二
　
予
定
価
格
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し

た
書
類

三
　
入
札
又
は
見
積
り
合
せ
に
関
す
る
書
類

（
中
期
計
画
等
）

第
八
十
条
　
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
中
期
計
画
を
作
成
し
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可

を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
期
計
画
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
報
告
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
会
計
検
査
院

に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
及
び
そ
の
添
付
書
類
）

第
八
十
一
条
　
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
五
条
の
二
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
通
則
法
（
以
下
「
準
用
通

則
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

財
務
諸
表
を
作
成
し
、
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
を
受
け

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
財
務
諸
表
に
は
、
準
用
通
則
法
第
三
十
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
報
告
書
及
び
決
算
報
告
書
並

び
に
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
に
関
す
る
監
査
報
告

及
び
会
計
監
査
報
告
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
　
株
式
会
社
の
計
算
証
明

（
株
式
会
社
の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
及
び
計
算
書

等
）

第
八
十
二
条
　
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
株
式
会
社

の
会
計
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
者
は
、
代
表
取
締
役

（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年

法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
指

名
委
員
会
等
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ

っ
て
は
、
代
表
執
行
役
）
と
し
、
証
明
期
間
は
、
一
月

と
す
る
。

２
　
計
算
書
は
、
合
計
残
高
試
算
表
と
す
る
。

３
　
次
条
及
び
第
八
十
四
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前

項
の
計
算
書
の
証
拠
書
類
そ
の
他
会
計
検
査
院
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
つ
い
て
は
、
会
計
検
査

院
が
別
に
指
定
す
る
。

（
合
計
残
高
試
算
表
の
添
付
書
類
）

第
八
十
三
条
　
合
計
残
高
試
算
表
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
単
位
別
に
会
計
を
区
分
し
て
経
理
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
単
位
別
の
合
計
残
高
試
算
表
を
作
成
し

て
い
る
と
き
は
、
当
該
合
計
残
高
試
算
表

二
　
仮
払
金
及
び
仮
受
金
の
勘
定
内
訳
表

三
　
契
約
一
覧
表
（
第
十
号
書
式
）

２
　
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
毎
事
業
年
度
の

初
の
月
の

合
計
残
高
試
算
表
に
は
、
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
法
律
の
規
定
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
の
予
算
、

事
業
計
画
又
は
資
金
計
画
（
以
下
「
予
算
等
」
と
い

う
。
）
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
当
該
法
律
に
基
づ
く
命

令
の
規
定
に
よ
り
、
予
算
等
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
る
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
算

等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
予
算
等
及
び

そ
の
添
付
書
類
を
そ
の
月
の
合
計
残
高
試
算
表
に
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
算
書
類
等
及
び
そ
の
添
付
書
類
等
）

第
八
十
四
条
　
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属

明
細
書
（
以
下
「
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成

し
た
と
き
は
、
定
時
株
主
総
会
の
終
結
後
遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
連
結
計
算
書
類
（
会
社
法
第

四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
計
算
書
類
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
た
と
き
は
、
定
時
株

主
総
会
の
終
結
後
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
計
算
書
類
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
式
会
社

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
監
査
報
告
又
は

会
計
監
査
報
告
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
結

計
算
書
類
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

一
　
会
社
法
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
監
査
役
設
置

会
社
　
監
査
役
の
監
査
報
告

二
　
会
社
法
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
監
査
役
会
設

置
会
社
　
監
査
役
会
の
監
査
報
告

三
　
会
社
法
第
二
条
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
監
査

等
委
員
会
設
置
会
社
　
監
査
等
委
員
会
の
監
査
報
告

四
　
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
　
監
査
委
員
会
の
監
査

報
告

五
　
会
社
法
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監
査

人
設
置
会
社
　
会
計
監
査
報
告

第
五
節
　
そ
の
他
の
出
資
法
人
等
の
計
算
証
明

第
八
十
五
条
　
出
資
法
人
等
の
会
計
（
独
立
行
政
法
人
、

国
立
大
学
法
人
等
及
び
株
式
会
社
の
会
計
を
除
く
。
）

の
証
明
責
任
者
、
証
明
期
間
、
計
算
書
、
証
拠
書
類
そ

の
他
会
計
検
査
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

に
つ
い
て
は
、
会
計
検
査
院
が
別
に
指
定
す
る
。

第
五
章
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
計
算

証
明
を
す
る
場
合
の
特
則

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
計
算
証
明
）

第
八
十
六
条
　
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
十
六
条
の
二
　
証
明
責
任
者
又
は
監
督
官
庁
等
（
計

算
証
明
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
（
以
下

「
計
算
証
明
情
報
」
と
い
う
。
）
を
会
計
検
査
院
に
送
信

す
る
際
に
経
由
す
る
監
督
官
庁
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
計
算
証
明
情
報
を
会
計
検
査
院
に
送
信
す
る

と
き
に
使
用
す
る
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
会
計
検
査
院
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報

処
理
組
織
は
、
会
計
検
査
院
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
証
明
責

任
者
又
は
監
督
官
庁
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
証
明
責
任
者
又
は
監
督
官
庁
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
は
、
会
計
検
査
院
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で

き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す

る
。

３
　
証
明
責
任
者
が
計
算
証
明
情
報
を
監
督
官
庁
等
に
送

信
す
る
と
き
に
使
用
す
る
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
検
査
院
規
則
で
定
め
る
電

子
情
報
処
理
組
織
は
、
監
督
官
庁
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
証
明
責
任
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織

を
い
う
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
証
明
責
任
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
は
、
監
督
官
庁
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信

で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
計
算
証
明
の
方
法
）

第
八
十
七
条
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
計
算
証

明
を
す
る
と
き
は
、
会
計
検
査
院
の
定
め
る
基
準
に
従

い
、
計
算
証
明
情
報
を
証
明
責
任
者
又
は
監
督
官
庁
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
送
信
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
会
計
検
査
院
は
、
前
項
に
規
定
す
る
基
準
を
定
め
た

と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方

法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
情
報
を
会
計
検
査

院
に
送
信
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
準
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
若
し
く
は
付
与
さ
れ
た

識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
を
証
明
責
任
者
若
し
く
は
監

督
官
庁
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、

送
信
す
る
措
置
又
は
同
項
に
規
定
す
る
基
準
で
定
め
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
情
報
を
送
信
す
る

と
き
は
、
送
信
す
る
計
算
証
明
情
報
の
内
容
を
明
ら
か

に
し
た
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
計
算
証
明
情
報
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
情
報

が
、
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
等
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分

が
あ
る
場
合
）

第
八
十
七
条
の
二
　
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
六

項
に
規
定
す
る
会
計
検
査
院
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠
書
類
の
原
本
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
（
証
拠
書
類
の
原
本
と

共
に
編
集
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

第
八
十
八
条
　
削
除

第
八
十
九
条
　
削
除

第
九
十
条
　
削
除

（
証
拠
書
類
の
形
式
の
特
例
）

第
九
十
一
条
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
二
章
及
び
第
三
章
に
規
定
す
る
証
明
責
任
者
が
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
計
算
証
明
を
す
る
と
き

は
、
証
拠
書
類
の
原
本
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る

方
法
に
よ
り
作
成
し
た
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
を
も
っ
て
原
本
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
一
の
歳
入
の
徴
収
、
支
出
の
決
定
そ
の
他
の
会
計

経
理
に
係
る
行
為
に
関
す
る
意
思
決
定
が
電
磁
的
方

式
に
よ
り
行
わ
れ
、
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
基
準
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
意
思
決
定
に

係
る
情
報
に
関
連
付
け
ら
れ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
証
明
責
任
者
が
原
本
と
相
違
が
な
い
旨
を
証
明
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類

に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
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し
て
送
信
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
中
「
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
」
と
あ

る
の
は
、
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す

る
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
付
記
の
取
扱
い
の
特
例
）

第
九
十
二
条
　
第
一
条
の
六
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
又
は

添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
提
出
済
み
の
証
拠
書
類
等
の
あ
る
場
合
の
処
理
の
特

例
）

第
九
十
三
条
　
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
証
拠
書
類
又

は
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
編
集
の
特
例
）

第
九
十
四
条
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き

事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

送
信
す
る
場
合
は
、
第
八
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
第
八
条
の
二
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び

第
三
項
中
「
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
が
あ

る
旨
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
提
出
す
る
も
の
が
あ
る
旨
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
旨
」
と
あ
る
の
は

「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
旨
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
四
条
の
二
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
（
第
三
十

条
の
九
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報

を
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
で
特
に
認
め

る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
特
に
認
め
る

方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
ほ
か
に
、
証

拠
書
類
及
び
添
付
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
証

拠
書
類
及
び
添
付
書
類
（
分
冊
に
し
て
提
出
す
る
場
合

は
第
一
冊
目
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
第

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
記
載
し
た
一
覧

表
（
以
下
「
区
分
別
一
覧
表
」
と
い
う
。
）
を
付
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
科
目
、
受
払
、
種
類
等
の
区
分
の
名
称

二
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
が
編
集
さ
れ
て
い
る
箇

所
（
分
冊
に
し
て
提
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
の
金
額

２
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
区
分
別
一
覧
表
を
付
す

と
き
は
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
二
第
四
項
の

規
定
（
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
書
類

及
び
添
付
書
類
に
仕
切
紙
を
付
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
区
分
別
一
覧
表
に
は
、
こ
の
規

則
の
規
定
に
よ
り
仕
切
紙
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
（
第
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

除
く
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
併
せ
て
送
信
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
事
項
は
区
分
別
一
覧
表
に
記
載
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項

二
　
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項

三
　
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
金
額

四
　
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条

の
二
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
金
額

４
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係

る
情
報
を
特
に
認
め
る
方
法
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
お
い
て
、
証
拠
書
類

及
び
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
ほ
か
、
証
拠

書
類
及
び
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
を
送

信
す
る
と
き
に
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
も
の

が
あ
る
旨
及
び
当
該
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
項
に
係

る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係

る
情
報
を
特
に
認
め
る
方
法
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
二
項

及
び
前
四
項
に
規
定
す
る
編
集
に
関
す
る
細
目
は
、
会

計
検
査
院
が
別
に
定
め
る
。

６
　
会
計
検
査
院
は
、
前
項
に
規
定
す
る
細
目
を
定
め
た

と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方

法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
任
歳
入
徴
収
官
等
の
分
等
の
証
拠
書
類
の
編
集
の

特
例
）

第
九
十
五
条
　
主
任
歳
入
徴
収
官
等
が
、
第
十
一
条
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
お
い

て
、
分
任
歳
入
徴
収
官
等
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る

歳
入
徴
収
官
等
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の
証
拠

書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

情
報
は
、
分
任
歳
入
徴
収
官
等
の
別
に
、
第
九
条
及
び

第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該

分
任
歳
入
徴
収
官
等
の
職
氏
名
に
係
る
情
報
を
併
せ
て

送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
任
歳
入
徴
収
官
の
分
等
の
証
拠
書
類
等
の
編
集
の

特
例
）

第
九
十
六
条
　
歳
入
徴
収
官
が
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
分
任
歳

入
徴
収
官
又
は
分
任
歳
入
徴
収
官
代
理
の
取
り
扱
っ
た

計
算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
及
び
添
付
書
類
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
は
、
分
任

歳
入
徴
収
官
の
別
に
、
第
九
条
及
び
第
九
十
四
条
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
歳
入
徴
収
官

の
職
氏
名
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
分
任
国
税
収
納
命
令
官
の
分
等
の
証
拠
書
類
等
の
編

集
の
特
例
）

第
九
十
七
条
　
国
税
収
納
命
令
官
が
、
第
十
九
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
お
い

て
、
分
任
国
税
収
納
命
令
官
又
は
分
任
国
税
収
納
命
令

官
代
理
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
及

び
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条

第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
情
報
は
、
分
任
国
税
収
納
命
令
官
の
別
に
、

第
九
条
及
び
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
区

分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
国
税
収
納
命
令
官
の
職
氏

名
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
分
任
国
税
収
納
官
吏
の
分
等
の
証
拠
書
類
の
編
集
の

特
例
）

第
九
十
八
条
　
主
任
国
税
収
納
官
吏
が
、
第
十
九
条
の
九

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に

お
い
て
、
分
任
国
税
収
納
官
吏
、
分
任
国
税
収
納
官
吏

代
理
又
は
出
納
員
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の
証

拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二

項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
情
報
は
、
分
任
国
税
収
納
官
吏
又
は
出
納
員
の
別

に
、
第
九
条
及
び
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
区
分
し

て
編
集
し
、
当
該
分
任
国
税
収
納
官
吏
又
は
出
納
員
の

職
氏
名
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
条
第
二
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
九
十
八
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
支
出
済
み
の
通
知
の
編
集
の
特
例
）

第
九
十
九
条
　
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
出
済

み
の
通
知
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
は
、
項
別

に
区
分
し
、
各
区
分
ご
と
の
項
名
及
び
金
額
並
び
に
総

金
額
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
前
金
払
等
の
精
算
に
関
す
る
明
細
書
の
編
集
の
特
例
）

第
百
条
　
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
明
細
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報

は
、
前
金
払
及
び
概
算
払
に
区
分
し
、
科
目
ご
と
に
細

分
し
て
編
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
セ
ン
タ
ー
支
出
官
の
証
拠
書
類
の
編
集
の
特
例
）

第
百
一
条
　
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
に
記

載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
第
三
十
条
の
十
第
二
項

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
第
三
十
条
の
十
第
三
項

及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
四
項
中
「
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る

も
の
が
あ
る
旨
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
が
あ
る
旨
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ

き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
送
信
す
る
ほ
か
、
同
条
に
規
定
す
る
証
拠
書
類
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
出
す
る

場
合
（
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
同
条
に
規
定
す
る
証
拠
書
類

を
提
出
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
情
報
を
送

信
す
る
と
き
に
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
提
出
す
る
も
の

が
あ
る
旨
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
任
収
入
官
吏
の
分
等
の
証
拠
書
類
の
編
集
の
特
例
）

第
百
二
条
　
主
任
収
入
官
吏
が
、
第
三
十
二
条
第
一
項
本

文
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

分
任
収
入
官
吏
、
分
任
収
入
官
吏
代
理
又
は
出
納
員
の

取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ

き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
は
、
分
任
収

入
官
吏
又
は
出
納
員
の
別
に
、
第
九
条
及
び
第
九
十
四

条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
収
入

12



官
吏
又
は
出
納
員
の
職
氏
名
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
送

信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
一
条
第
一
項
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
百
二
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
分
任
資
金
前
渡
官
吏
の
分
等
の
証
拠
書
類
等
の
編
集

の
特
例
）

第
百
三
条
　
主
任
資
金
前
渡
官
吏
が
、
第
三
十
六
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
お
い

て
、
分
任
資
金
前
渡
官
吏
、
分
任
資
金
前
渡
官
吏
代
理

又
は
出
納
員
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の
証
拠
書

類
及
び
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
と
き
は
、

同
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
情
報
は
、
分
任
資
金
前
渡
官
吏
又
は
出
納

員
の
別
に
、
第
九
条
及
び
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

区
分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
資
金
前
渡
官
吏
又
は
出

納
員
の
職
氏
名
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
五
条
第
一
項
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
百
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
前
金
払
等
の
精
算
に
関
す
る
明
細
書
の
編
集
の
特
例
）

第
百
四
条
　
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
明
細
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報

は
、
前
金
払
及
び
概
算
払
に
区
分
し
、
科
目
ご
と
に
細

分
し
て
編
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
の
分
等
の
証
拠
書

類
の
編
集
の
特
例
）

第
百
五
条
　
主
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
が
、
第
四

十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る

場
合
に
お
い
て
、
分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
、

分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
代
理
又
は
出
納
員
の

取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ

き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
は
、
分
任
歳

入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
又
は
出
納
員
の
別
に
、
第
九

条
及
び
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編
集

し
、
当
該
分
任
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
又
は
出
納

員
の
職
氏
名
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
百
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
の
分
等
の
証
拠
書
類
の

編
集
の
特
例
）

第
百
六
条
　
支
出
負
担
行
為
担
当
官
が
、
第
五
十
八
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
又
は
分
任
支
出
負

担
行
為
担
当
官
代
理
の
取
り
扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の

証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
と
き
は
、
同
条
第

二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
情
報
は
、
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
の
別
に
、

第
九
条
及
び
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
て
編

集
し
、
当
該
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
の
職
氏
名
に

係
る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
任
物
品
管
理
官
の
分
等
の
証
拠
書
類
の
編
集
の
特

例
）

第
百
七
条
　
主
任
物
品
管
理
官
が
、
第
六
十
条
第
一
項
本

文
の
規
定
に
よ
り
計
算
証
明
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

分
任
物
品
管
理
官
又
は
分
任
物
品
管
理
官
代
理
の
取
り

扱
っ
た
計
算
に
つ
い
て
の
証
拠
書
類
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送

信
す
る
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
は
、
分
任
物
品

管
理
官
の
別
に
、
第
九
条
及
び
第
九
十
四
条
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
区
分
し
て
編
集
し
、
当
該
分
任
物
品
管
理
官
の
職

氏
名
に
係
る
情
報
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
五
十
九
条
第
一
項
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
百
七
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
書
式
の
記
載
事
項
の
特
例
）

第
百
八
条
　
証
拠
書
類
又
は
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送

信
す
る
と
き
は
、
計
算
書
に
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
提
出
す
る
旨
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
計
算
証
明
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
会
計
検
査
院
規
則

第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

４
　
こ
の
規
則
又
は
こ
の
規
則
に
基
づ
く
指
定
に
お
い

て
、
証
拠
書
類
を
会
計
検
査
院
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
七
十
一

条
第
一
項
第
三
号
、
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
又
は

第
八
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

契
約
一
覧
表
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
四
月
三
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
二
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
三
月
三
〇
日
会
計
検
査

院
規
則
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
〇
月
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
二
年
二
月
八
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

二
年
一
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
、
物
品
管
理
法

に
よ
る
改
正
前
の
国
有
財
産
法
に
規
定
す
る
国
有
財
産

で
、
物
品
管
理
法
の
施
行
に
よ
り
同
法
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
の
昭
和
三
十
一
年
度
分
ま
で
の

計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
旧
規
則
第
五
十
九
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
物
品
で
、
物
品
管
理
法
の
施
行

に
よ
り
物
品
管
理
官
の
管
理
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た

も
の
は
、
新
規
則
第
五
十
九
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
、

そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
の
当
該
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
物

品
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
五
月
四
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
三
月
二
四
日
会
計
検
査

院
規
則
第
二
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

二
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
計
算
証
明
規
則
第
六
十

二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
物
品
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
第
六
十
二
条
の

三
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
物
品
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
一
六
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）
　
抄

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

二
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
会
計
検
査

院
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

三
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
号
の
二
書
式
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分

は
、
昭
和
三
十
四
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
二
七
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
四
月
五
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

五
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
四
月
三
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

五
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
二
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）
　
抄

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

六
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
二
〇
日
会
計
検

査
院
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
五
十
八
条
の
二
か
ら
第
五
十
八
条
の
四
ま
で
の

規
定
は
、
昭
和
三
十
七
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
二
月
二
六
日
会
計
検
査

院
規
則
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
昭
和
三
十
九
年
度
分
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
一
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
五
号
）

13



こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
証
明
期
間
が
一
年
の
物
品
の
計
算
証
明
に
つ
い
て

は
、
昭
和
三
十
九
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

一
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
四
月
二
二
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
三
一
日
会
計
検
査

院
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
第
五
十
八
条
の
三
及
び
第
五
十
八
条
の
四
並
び
に

第
六
号
の
二
書
式
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
一
年
度

分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
、
そ
の
他
の
改
正
規
定

は
、
昭
和
四
十
二
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
四
月
一
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

二
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
二
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

三
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
二
二
日
会
計
検
査

院
規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

四
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
〇
月
二
六
日
会
計
検

査
院
規
則
第
四
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

五
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
五
年
九
月
三
十
日
以
前
に
債
権
管
理
官

（
代
理
債
権
管
理
官
及
び
分
任
債
権
管
理
官
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
が
取
り
扱
つ
た
昭
和
四
十
五
年
度
分
の

計
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
債
権
管
理
官
の
所
掌
事
務
を

所
掌
す
る
こ
と
と
な
つ
た
歳
入
徴
収
官
等
が
主
任
歳
入

徴
収
官
等
で
あ
る
と
き
は
当
該
主
任
歳
入
徴
収
官
等

が
、
当
該
債
権
管
理
官
の
所
掌
事
務
を
所
掌
す
る
こ
と

と
な
つ
た
歳
入
徴
収
官
等
が
分
任
歳
入
徴
収
官
等
で
あ

る
と
き
は
当
該
分
任
歳
入
徴
収
官
等
の
所
属
す
る
主
任

歳
入
徴
収
官
等
が
そ
の
計
算
に
併
算
し
て
計
算
証
明
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
二
月
三
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
六
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
九
号
書

式
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
分
以
降
の
計
算

証
明
に
つ
い
て
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十

九
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
四
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
号
の

二
書
式
及
び
第
二
号
の
二
書
式
の
改
正
規
定
は
、
昭
和

四
十
九
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
七
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
二
五
日
会
計
検
査

院
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
十
九
条

の
二
、
第
六
十
七
条
及
び
第
二
号
の
二
書
式
の
改
正
規

定
は
、
昭
和
五
十
二
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い

て
、
第
三
号
書
式
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
度

分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
六
月
一
六
日
会
計
検
査

院
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
号
の

二
書
式
中
「
前
年
六
月
三
十
日
」
の
改
正
規
定
は
、
昭

和
五
十
四
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
、
そ
の

他
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
度
分
以
降
の
計
算

証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
七
月
一
五
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

四
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
三
〇
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

五
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
四
月
二
〇
日
会
計
検
査

院
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

七
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
五
月
二
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

七
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
四
日
会
計
検
査

院
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

九
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
二
四
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十

一
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
二
〇
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
二
七
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
元
年

度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
年

十
一
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
二
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
四
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
四
年

十
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
五
月
二
七
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
四
年

度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
九
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
五
年

度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
四
月
五
日
会
計
検
査
院
規

則
第
二
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
七
年

度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
七
年

十
一
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
六
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
二
月
四
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
一

年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
会
計
検
査

院
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
平
成
十
二
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
一
三
日
会
計
検

査
院
規
則
第
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
七
日
会
計
検
査

院
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
五

年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
五
日
会
計
検
査
院

規
則
第
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
五

年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
平
成
十
四
年
度
分
ま
で
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六

年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
会
計
検
査

院
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
同
年
一
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す

る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
七
年

度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
平
成
十
六
年
度
分
ま
で
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
会
計
検
査

院
規
則
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
等
に
お
け
る
計
算
証
明
の
特

例
に
関
す
る
規
則
及
び
計
算
証
明
規
則
の
規
定
は
、
平

成
十
九
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、

平
成
十
八
年
度
分
ま
で
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
計
算
証
明

規
則
第
八
号
書
式
は
、
平
成
十
八
年
度
分
以
降
の
計
算

証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
二
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定

（
第
五
号
の
二
書
式
を
除
く
。
）
及
び
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
等
に
お
け
る
計
算
証
明

の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
会
計
検
査
院
規

則
第
四
号
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
分
以
降
の
計

算
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
九
年
度
分
ま
で
の

計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
第
五
号

の
二
書
式
は
、
平
成
二
十
一
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明

に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
年
度
分
ま
で
の
計
算
証

明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、

平
成
二
十
一
年
度
分
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
前
の
計
算
証
明
規
則
第
五
号
の
二
書

式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
七
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定

（
第
九
号
書
式
参
考
を
除
く
。
）
は
、
平
成
二
十
二
年
六

月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
第
九
号

書
式
参
考
及
び
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理

す
る
場
合
等
に
お
け
る
計
算
証
明
の
特
例
に
関
す
る
規

則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
二
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

計
算
証
明
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
度
分
以
降

の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
一
七
日
会
計
検
査

院
規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二

十
四
年
六
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定

は
、
平
成
二
十
六
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て

適
用
し
、
平
成
二
十
五
年
度
分
ま
で
の
計
算
証
明
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
六
年
度
分
ま
で
の
計
算
証
明
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
三
〇
日
会
計
検

査
院
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二

十
七
年
十
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
会
計
検
査

院
規
則
第
一
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規

定
は
、
平
成
二
十
八
事
業
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
平
成
二
十
七
事
業
年
度
分
ま
で
の
計
算
証
明
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
計
算
証
明
規
則
第
六
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
計
算
証
明
に
関
す
る
指
定
（
独

立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
等
及
び
株
式
会
社
の
会

計
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
際
、
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
第
十
一
条
及
び
第
八

十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
六
日
会
計
検
査
院

規
則
第
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の

規
定
は
、
平
成
二
十
八
事
業
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
七
日
会
計
検
査
院

規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二

十
八
年
五
月
十
三
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
一
日
会
計
検

査
院
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
会
計
検

査
院
規
則
第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定

は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
し
、
同

日
前
の
期
間
に
係
る
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
計
算

証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
〇
日
会
計
検
査

院
規
則
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
等

に
お
け
る
計
算
証
明
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

五
年
会
計
検
査
院
規
則
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
号
書
式
、
第
一
号

の
二
書
式
、
第
二
号
の
二
書
式
か
ら
第
三
号
書
式
ま

で
、
第
三
号
の
五
書
式
、
第
四
号
書
式
、
第
五
号
書
式

及
び
第
六
号
書
式
か
ら
第
九
号
書
式
ま
で
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
第
一
条

の
四
第
二
項
の
基
準
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
の
基
準

の
制
定
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
旧
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
の
計
算
証
明
に
つ

い
て
は
、
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
が
従
前
の
例
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
会
計
検
査

院
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
四
月
一
八
日
会
計
検
査

院
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
五
日
会
計
検
査

院
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
会
計
検

査
院
規
則
第
五
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定

は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
し
、
同
日

前
の
期
間
に
係
る
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
八
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
一
号

書
式
、
第
一
号
の
二
書
式
、
第
二
号
の
二
書
式
か
ら
第

三
号
書
式
ま
で
、
第
三
号
の
五
書
式
、
第
四
号
書
式
、

第
五
号
書
式
及
び
第
六
号
書
式
か
ら
第
九
号
書
式
ま
で

の
改
正
規
定
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規

格
」
に
改
め
る
部
分
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
中
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
布
の
日
か
ら
施

行
さ
れ
る
部
分
（
第
二
号
の
二
書
式
の
改
正
規
定
中

「
平
成
何
年
４
月
か
ら
平
成
何
年
６
月
ま
で
」
を
「
何

年
４
月
か
ら
何
年
６
月
ま
で
」
に
改
め
る
部
分
を
除

く
。
）
に
係
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定
は
、

令
和
元
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、

平
成
三
十
年
度
分
ま
で
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
会
計
検
査

院
規
則
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
三
〇
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定
は
、
令
和
元

年
十
二
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
同
規
則
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
株
式
会
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社
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｊ
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
事
業

年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
会
計
検
査
院

規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
一
五
日
会
計
検
査
院

規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
二
九
日
会
計
検
査
院

規
則
第
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
四
日
会
計
検
査

院
規
則
第
七
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
（
電

磁
的
方
式
に
よ
り
作
成
し
た
情
報
を
含
む
。
）
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
二
二
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
四
日
会
計
検
査
院
規

則
第
一
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定
は
、
令
和
四

年
一
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
第
九
十

四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
に
認
め
る
方
法
に
よ

り
同
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
送
信
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
「
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
監
督
官
庁
等
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
証
明
責
任
者
」
と
、
「
そ
の
受
理
の
年
月
日
」
と

あ
る
の
は
「
監
督
官
庁
等
に
提
出
し
た
年
月
日
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
一
日
会
計
検
査
院
規

則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院
規

則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
一
四
日
会
計
検
査

院
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
別
表
第
二
の
規
定

は
、
令
和
四
年
十
月
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
九
日
会
計
検
査

院
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
二
五
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
会
計
検
査
院

規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
計
算
証
明
規
則
の
規
定

は
、
令
和
五
年
度
分
以
降
の
計
算
証
明
に
つ
い
て
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
二
六
日
会
計
検
査
院

規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
日
会
計
検
査
院
規

則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
関
係
）

一

二

三

四

独
立
行
政

法
人
酒
類

総
合
研
究

所

独
立
行
政
法
人

酒
類
総
合
研
究

所
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第

十
三
条
第
二
項

独
立
行
政
法
人

の
組
織
、
運
営

及
び
管
理
に
係

る
共
通
的
な
事

項
に
関
す
る
政

令
（
平
成
十
二

年
政
令
第
三
百

十
六
号
。
以
下

「
共
通
政
令
」

と
い
う
。
）
第

二
十
二
条
第
一

項
本
文

独
立
行
政

法
人
国
立

特
別
支
援

教
育
総
合

研
究
所

独
立
行
政
法
人

国
立
特
別
支
援

教
育
総
合
研
究

所
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百

六
十
五
号
）
第

十
三
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
大
学

入
試
セ
ン

タ
ー

独
立
行
政
法
人

大
学
入
試
セ
ン

タ
ー
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第

百
六
十
六
号
）

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

第
十
五
条
第
三

項

独
立
行
政

法
人
国
立

青
少
年
教

育
振
興
機

構

独
立
行
政
法
人

国
立
青
少
年
教

育
振
興
機
構
法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
六
十

七
号
）
第
十
二

条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
国
立

女
性
教
育

会
館

独
立
行
政
法
人

国
立
女
性
教
育

会
館
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第

百
六
十
八
号
）

第
十
二
条
第
三

項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
国
立

科
学
博
物

館

独
立
行
政
法
人

国
立
科
学
博
物

館
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百

七
十
二
号
）
第

十
三
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
国
立

美
術
館

独
立
行
政
法
人

国
立
美
術
館
法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
七
十

七
号
）
第
十
二

条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
国
立

文
化
財
機

構

独
立
行
政
法
人

国
立
文
化
財
機

構
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百

七
十
八
号
）
第

十
三
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
家
畜

改
良
セ
ン

タ
ー

独
立
行
政
法
人

家
畜
改
良
セ
ン

タ
ー
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第

百
八
十
五
号
）

第
十
二
条
第
三

項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
海
技

教
育
機
構

独
立
行
政
法
人

海
技
教
育
機
構

法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
二
百

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

十
四
号
）
第
十

二
条
第
三
項

独
立
行
政

法
人
航
空

大
学
校

独
立
行
政
法
人

航
空
大
学
校
法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
二
百
十

五
号
）
第
十
三

条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
自
動

車
技
術
総

合
機
構

独
立
行
政
法
人

自
動
車
技
術
総

合
機
構
法
（
平

成
十
一
年
法
律

第

二

百

十

八

号
）
第
十
六
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
教
職

員
支
援
機

構

独
立
行
政
法
人

教
職
員
支
援
機

構
法
（
平
成
十

二
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
十

一
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
エ
ネ

ル
ギ
ー
・

金
属
鉱
物

資
源
機
構

独
立
行
政

法
人
エ
ネ

ル
ギ
ー
・

金
属
鉱
物

資
源
機
構

法
（
平
成

十
四
年
法

律
第
九
十

四
号
）
第

十
六
条

同
法
第
十
三
条

第
二
項

独
立
行
政
法
人

エ
ネ
ル
ギ
ー
・

金
属
鉱
物
資
源

機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
五
年

政
令
第
五
百
五

十
四
号
）
第
二

条
第
一
項
本
文

独
立
行
政

法
人
国
民

生
活
セ
ン

タ
ー

独
立
行
政

法
人
国
民

生
活
セ
ン

タ

ー

法

（

平

成

十

四
年
法
律

第
百
二
十

三
号
）
第

四
十
三
条

の
二
第
二

項

同
法
第
四
十
三

条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
農
畜

産
業
振
興

機
構

独
立
行
政

法
人
農
畜

産
業
振
興

機

構

法
同
法
第
十
三
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文
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（

平

成

十

四
年
法
律

第
百
二
十

六
号
）
第

十
六
条

独
立
行
政

法
人
農
業

者
年
金
基

金

独
立
行
政
法
人

農
業
者
年
金
基

金
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百

二
十
七
号
）
第

六
十
三
条
第
三

項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
農
林

漁
業
信
用

基
金

独
立
行
政

法
人
農
林

漁
業
信
用

基

金

法

（

平

成

十

四
年
法
律

第
百
二
十

八
号
）
第

十
九
条

同
法
第
十
六
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
北
方

領
土
問
題

対
策
協
会

独
立
行
政

法
人
北
方

領
土
問
題

対
策
協
会

法
（
平
成

十
四
年
法

律
第
百
三

十
二
号
）

第
十
四
条

第
二
項

同
法
第
十
三
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
国
際

協
力
機
構

独
立
行
政
法
人

国
際
協
力
機
構

法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
三

十
六
号
）
第
三

十
一
条
第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政
法
人

国
際
協
力
機
構

法
第
三
十
一
条

第
七
項

独
立
行
政
法
人

国
際
協
力
機
構

法
施
行
令
（
平

成
二
十
年
政
令

第
二
百
五
十
八

号
）
第
六
条

独
立
行
政

法
人
国
際

交
流
基
金

独
立
行
政
法
人

国
際
交
流
基
金

法
（
平
成
十
四

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

年
法
律
第
百
三

十
七
号
）
第
十

四
条
第
二
項

独
立
行
政

法
人
情
報

処
理
推
進

機
構

情
報
処
理
の
促

進
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
九

十
号
）
第
五
十

三

条

第

三

項

（
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。
）

情
報
処
理
の
促

進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
昭

和
四
十
五
年
政

令

第

二

百

七

号
）
第
九
条
第

一
項
本
文

独
立
行
政

法
人
中
小

企
業
基
盤

整
備
機
構

独
立
行
政

法
人
中
小

企
業
基
盤

整
備
機
構

法
（
平
成

十
四
年
法

律
第
百
四

十
七
号
）

第
二
十
四

条

同
法
第
十
九
条

第
二
項
（
同
条

第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

独
立
行
政
法
人

中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
法
施

行
令
（
平
成
十

六
年
政
令
第
百

八
十
二
号
）
第

六
条
第
一
項
本

文

独
立
行
政

法
人
日
本

学
術
振
興

会

独
立
行
政
法
人

日
本
学
術
振
興

会
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百

五
十
九
号
）
第

二
十
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
日
本

ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン

タ
ー

独
立
行
政

法
人
日
本

ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン

タ

ー

法

（

平

成

十

四
年
法
律

第
百
六
十

二
号
）
第

二
十
六
条

及
び
附
則

第
八
条
の

八

同
法
第
二
十
二

条
第
一
項

独
立
行
政
法
人

日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー

法
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令

第
三
百
六
十
九

号
）
第
十
五
条

第
一
項

同
法
第
二
十
四

条
第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
日
本

芸
術
文
化

振
興
会

独
立
行
政
法
人

日
本
芸
術
文
化

振
興
会
法
（
平

成
十
四
年
法
律

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

第

百

六

十

三

号
）
第
十
五
条

第
三
項

独
立
行
政

法
人
勤
労

者
退
職
金

共
済
機
構

中
小
企
業

退
職
金
共

済
法
（
昭

和
三
十
四

年
法
律
第

百

六

十

号
）
第
七

十
五
条
の

三

同
法
第
七
十
五

条
第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法

人

高

齢

・

障

害
・
求
職

者
雇
用
支

援
機
構

独
立
行
政
法
人

高
齢
・
障
害
・

求
職
者
雇
用
支

援
機
構
法
（
平

成
十
四
年
法
律

第

百

六

十

五

号
）
第
十
七
条

第
二
項

独
立
行
政
法
人

高
齢
・
障
害
・

求
職
者
雇
用
支

援
機
構
法
施
行

令
（
平
成
二
十

三
年
政
令
第
百

六
十
七
号
）
第

三
条
第
一
項
本

文

独
立
行
政

法
人
福
祉

医
療
機
構

独
立
行
政

法
人
福
祉

医
療
機
構

法
（
平
成

十
四
年
法

律
第
百
六

十
六
号
）

第
二
十
二

条

同
法
第
十
六
条

第
二
項
（
同
法

附
則
第
五
条
の

二
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第

三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文
（
独
立
行

政
法
人
福
祉
医

療
機
構
法
施
行

令
（
平
成
十
五

年
政
令
第
三
百

九
十
三
号
）
附

則
第
五
条
の
二

第
十
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む

。
）

同
法
附
則
第
五

条
の
二
第
八
項

又
は
第
九
項

独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構

法
施
行
令
附
則

第
五
条
の
二
第

一
項
又
は
第
二

項

独
立
行
政

法
人
国
立

重
度
知
的

障
害
者
総

独
立
行
政
法
人

国
立
重
度
知
的

障
害
者
総
合
施

設
の
ぞ
み
の
園

法
（
平
成
十
四

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

合
施
設
の

ぞ
み
の
園

年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
十

二
条
第
三
項

独
立
行
政

法
人
労
働

政

策

研

究
・
研
修

機
構

独
立
行
政
法
人

労

働

政

策

研

究
・
研
修
機
構

法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
六

十
九
号
）
第
十

四
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
労
働

者
健
康
安

全
機
構

独
立
行
政

法
人
労
働

者
健
康
安

全
機
構
法

（

平

成

十

四
年
法
律

第
百
七
十

一
号
）
第

十
五
条

同
法
第
十
三
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
日
本

貿
易
振
興

機
構

独
立
行
政
法
人

日
本
貿
易
振
興

機
構
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第

百
七
十
二
号
）

第
十
三
条
第
三

項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
鉄
道

建
設
・
運

輸
施
設
整

備
支
援
機

構

独
立
行
政

法
人
鉄
道

建
設
・
運

輸
施
設
整

備
支
援
機

構
法
（
平

成
十
四
年

法
律
第
百

八
十
号
）

第
二
十
一

条

同
法
第
十
八
条

第
三
項
（
同
条

第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

独
立
行
政
法
人

鉄
道
建
設
・
運

輸
施
設
整
備
支

援
機
構
法
施
行

令
（
平
成
十
五

年
政
令
第
二
百

九
十
三
号
）
第

十
四
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
国
際

観
光
振
興

機
構

独
立
行
政
法
人

国
際
観
光
振
興

機
構
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第

百
八
十
一
号
）

第
十
一
条
第
三

項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文
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独
立
行
政

法
人
水
資

源
機
構

独
立
行
政

法
人
水
資

源
機
構
法

（

平

成

十

四
年
法
律

第
百
八
十

二
号
）
第

三
十
四
条

同
法
第
三
十
一

条
第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
自
動

車
事
故
対

策
機
構

独
立
行
政

法
人
自
動

車
事
故
対

策
機
構
法

（

平

成

十

四
年
法
律

第
百
八
十

三
号
）
第

十
七
条

同
法
第
十
五
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
空
港

周
辺
整
備

機
構

公
共
用
飛

行
場
周
辺

に
お
け
る

航
空
機
騒

音
に
よ
る

障
害
の
防

止
等
に
関

す
る
法
律

（

昭

和

四

十
二
年
法

律
第
百
十

号
）
第
三

十
二
条

同
法
第
二
十
九

条
第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
国
立

病
院
機
構

独
立
行
政

法
人
国
立

病
院
機
構

法
（
平
成

十
四
年
法

律
第
百
九

十
一
号
）

第
二
十
条

同
法
第
十
七
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
医
薬

品
医
療
機

器
総
合
機

構

独
立
行
政

法
人
医
薬

品
医
療
機

器
総
合
機

構
法
（
平

成
十
四
年

法
律
第
百

九

十

二
同
法
第
三
十
一

条
第
二
項

独
立
行
政
法
人

医
薬
品
医
療
機

器
総
合
機
構
法

施
行
令
（
平
成

十
六
年
政
令
第

八
十
三
号
）
第

二
十
八
条
第
一

項
本
文

号
）
第
三

十
三
条

独
立
行
政

法
人
環
境

再
生
保
全

機
構

独
立
行
政

法
人
環
境

再
生
保
全

機

構

法

（

平

成

十

五
年
法
律

第
四
十
三

号
）
附
則

第
十
四
条

同
法
第
十
三
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
日
本

学
生
支
援

機
構

独
立
行
政

法
人
日
本

学
生
支
援

機

構

法

（

平

成

十

五
年
法
律

第
九
十
四

号
）
第
二

十
一
条

同
法
第
十
八
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
都
市

再
生
機
構

独
立
行
政

法
人
都
市

再
生
機
構

法
（
平
成

十
五
年
法

律

第

百

号
）
第
三

十
九
条

同
法
第
三
十
三

条
第
三
項

独
立
行
政
法
人

都
市
再
生
機
構

法
施
行
令
（
平

成
十
六
年
政
令

第
百
六
十
号
）

第
二
十
一
条
第

一
項
本
文

独
立
行
政

法
人
国
立

高
等
専
門

学
校
機
構

独
立
行
政
法
人

国
立
高
等
専
門

学

校

機

構

法

（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
三

号
）
第
十
三
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
大
学

改

革

支

援
・
学
位

授
与
機
構

独
立
行
政

法
人
大
学

改

革

支

援
・
学
位

授
与
機
構

法
（
平
成

十
五
年
法

律
第
百
十

四
号
）
第

二
十
一
条

同
法
第
十
八
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
奄
美

群
島
振
興

開
発
基
金

奄
美
群
島

振
興
開
発

特
別
措
置

法
（
昭
和

二
十
九
年

法
律
第
百

八

十

九

号
）
第
五

十
六
条

独
立
行
政

法
人
日
本

高
速
道
路

保
有
・
債

務
返
済
機

構

独
立
行
政

法
人
日
本

高
速
道
路

保
有
・
債

務
返
済
機

構
法
（
平

成
十
六
年

法
律
第
百

号
）
第
二

十
四
条

同
法
第
二
十
一

条
第
四
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
一
項

本
文

年
金
積
立

金
管
理
運

用
独
立
行

政
法
人

年
金
積
立
金
管

理
運
用
独
立
行

政
法
人
法
（
平

成
十
六
年
法
律

第
百
五
号
）
第

二
十
五
条
第
四

項

年
金
積
立
金
管

理
運
用
独
立
行

政
法
人
法
施
行

令
（
平
成
十
六

年
政
令
第
三
百

六
十
六
号
）
第

十
九
条
第
一
項

独
立
行
政

法
人
地
域

医
療
機
能

推
進
機
構

独
立
行
政

法
人
地
域

医
療
機
能

推
進
機
構

法
（
平
成

十
七
年
法

律
第
七
十

一
号
）
第

十
八
条

同
法
第
十
六
条

第
二
項

独
立
行
政
法
人

地
域
医
療
機
能

推
進
機
構
法
施

行
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
二

百
七
十
九
号
）

第
二
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
住
宅

金
融
支
援

機
構

独
立
行
政

法
人
住
宅

金
融
支
援

機

構

法

（

平

成

十

七
年
法
律

第
八
十
二

号
）
第
二

十
四
条

同
法
第
十
八
条

第
三
項
（
同
条

第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、

附
則
第
七
条
第

八
項
又
は
第
十

項

独
立
行
政
法
人

住
宅
金
融
支
援

機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
九
年

政

令

第

三

十

号
）
第
十
条
本

文
又
は
附
則
第

九
条
本
文
（
附

則
第
十
三
条
に

お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

独
立
行
政

法
人
郵
便

貯
金
簡
易

生
命
保
険

管
理
・
郵

便
局
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

支
援
機
構

独
立
行
政

法
人
郵
便

貯
金
簡
易

生
命
保
険

管
理
・
郵

便
局
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

支
援
機
構

法
（
平
成

十
七
年
法

律
第
百
一

号
）
第
二

十
七
条

同
法
第
二
十
五

条
第
二
項

独
立
行
政
法
人

郵
便
貯
金
簡
易

生

命

保

険

管

理
・
郵
便
局
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
支

援
機
構
法
施
行

令
（
平
成
十
九

年
政
令
第
二
百

三
十
四
号
）
第

二
条
第
一
項
本

文

国
立
研
究

開
発
法
人

情
報
通
信

研
究
機
構

国
立
研
究
開
発

法
人
情
報
通
信

研

究

機

構

法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
六
十

二
号
）
第
十
七

条
第
三
項
（
同

条
第
六
項
に
お

い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

国
立
研
究
開
発

法
人
情
報
通
信

研
究
機
構
法
施

行
令
（
平
成
十

六
年
政
令
第
十

三
号
）
第
四
条

第
一
項
本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

物
質
・
材

料
研
究
機

構

国
立
研
究
開
発

法
人
物
質
・
材

料
研
究
機
構
法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
七
十

三
号
）
第
十
六

条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

防
災
科
学

技
術
研
究

所

国
立
研
究
開
発

法
人
防
災
科
学

技
術
研
究
所
法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
七
十

四
号
）
第
十
六

条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

量
子
科
学

技
術
研
究

開
発
機
構

国
立
研
究
開
発

法
人
量
子
科
学

技
術
研
究
開
発

機
構
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第

百
七
十
六
号
）

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文
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第
十
七
条
第
三

項

国
立
研
究

開
発
法
人

農
業
・
食

品
産
業
技

術
総
合
研

究
機
構

国
立
研
究
開
発

法
人
農
業
・
食

品
産
業
技
術
総

合
研
究
機
構
法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
九
十

二
号
）
第
十
六

条
第
二
項

国
立
研
究
開
発

法
人
農
業
・
食

品
産
業
技
術
総

合
研
究
機
構
法

施
行
令
（
平
成

十
五
年
政
令
第

三

百

八

十

九

号
）
第
三
条
第

一
項
本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

国
際
農
林

水
産
業
研

究
セ
ン
タ

ー

国
立
研
究
開
発

法
人
国
際
農
林

水
産
業
研
究
セ

ン
タ
ー
法
（
平

成
十
一
年
法
律

第

百

九

十

七

号
）
第
十
二
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

森

林

研

究
・
整
備

機
構

国
立
研
究

開
発
法
人

森

林

研

究
・
整
備

機

構

法

（

平

成

十

一
年
法
律

第
百
九
十

八
号
）
第

二
十
条

同
法
第
十
七
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

水

産

研

究
・
教
育

機
構

国
立
研
究
開
発

法

人

水

産

研

究
・
教
育
機
構

法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
九

十
九
号
）
第
十

五
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

産
業
技
術

総
合
研
究

所

国
立
研
究
開
発

法
人
産
業
技
術

総
合
研
究
所
法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
二
百
三

号
）
第
十
二
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
研
究
開
発

法
人
土
木
研
究

所
法
（
平
成
十

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

土
木
研
究

所

一
年
法
律
第
二

百
五
号
）
第
十

四
条
第
三
項

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

建
築
研
究

所

国
立
研
究
開
発

法
人
建
築
研
究

所
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
二

百
六
号
）
第
十

三
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

海
上
・
港

湾
・
航
空

技
術
研
究

所

国
立
研
究
開
発

法
人
海
上
・
港

湾
・
航
空
技
術

研
究
所
法
（
平

成
十
一
年
法
律

第
二
百
八
号
）

第
十
二
条
第
三

項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
環
境

研
究
所

国
立
研
究
開
発

法
人
国
立
環
境

研
究
所
法
（
平

成
十
一
年
法
律

第

二

百

十

六

号
）
第
十
二
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

新
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
産

業
技
術
総

合
開
発
機

構

国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
産
業
技

術
総
合
開
発
機

構
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百

四
十
五
号
）
第

十
九
条
第
三
項

（
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。
）

国
立
研
究
開
発

法
人
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
産
業
技

術
総
合
開
発
機

構

法

施

行

令

（
平
成
十
五
年

政
令
第
三
百
六

十
四
号
）
第
十

条
第
一
項
本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

科
学
技
術

振
興
機
構

国
立
研
究

開
発
法
人

科
学
技
術

振
興
機
構

法
（
平
成

十
四
年
法

律
第
百
五

十
八
号
）

第
三
十
五

条

同
法
第
三
十
二

条
第
五
項
（
同

条
第
七
項
及
び

第
八
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

国
立
研
究
開
発

法
人
科
学
技
術

振
興
機
構
法
施

行
令
（
平
成
十

五
年
政
令
第
四

百
三
十
九
号
）

第
十
六
条
第
一

項
本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

理
化
学
研

究
所

国
立
研
究

開
発
法
人

理
化
学
研

究

所

法

（

平

成

十

四
年
法
律

第
百
六
十

号
）
第
十

八
条
第
二

項

同
法
第
十
七
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

宇
宙
航
空

研
究
開
発

機
構

国
立
研
究
開
発

法
人
宇
宙
航
空

研
究
開
発
機
構

法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
六

十
一
号
）
第
二

十
五
条
第
二
項

国
立
研
究
開
発

法
人
宇
宙
航
空

研
究
開
発
機
構

法
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令

第
三
百
六
十
八

号
）
第
七
条
第

一
項
本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

海
洋
研
究

開
発
機
構

国
立
研
究
開
発

法
人
海
洋
研
究

開

発

機

構

法

（
平
成
十
五
年

法
律
第
九
十
五

号
）
第
十
八
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

医

薬

基

盤

・

健

康
・
栄
養

研
究
所

国
立
研
究
開
発

法

人

医

薬

基

盤
・
健
康
・
栄

養

研

究

所

法

（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
三
十

五
号
）
第
十
八

条
第
三
項
（
附

則
第
十
二
条
第

六
項
（
附
則
第

十
四
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）

国
立
研
究
開
発

法

人

医

薬

基

盤
・
健
康
・
栄

養
研
究
所
法
施

行
令
（
平
成
十

六
年
政
令
第
三

百
五
十
六
号
）

第
三
条
第
一
項

本
文
（
附
則
第

九
条
（
附
則
第

十
二
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に

お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

国
立
研
究

開
発
法
人

日
本
原
子

国
立
研
究

開
発
法
人

日
本
原
子

力
研
究
開

同
法
第
二
十
一

条
第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

力
研
究
開

発
機
構

発
機
構
法

（

平

成

十

六
年
法
律

第
百
五
十

五
号
）
第

二
十
四
条

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
が
ん

研
究
セ
ン

タ
ー

高
度
専
門

医
療
に
関

す
る
研
究

等
を
行
う

国
立
研
究

開
発
法
人

に
関
す
る

法
律
（
平

成
二
十
年

法
律
第
九

十
三
号
）

第
二
十
三

条

同
法
第
二
十
条

第
二
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
循
環

器
病
研
究

セ
ン
タ
ー

国
立
研
究

開
発
法
人

国

立

精

神
・
神
経

医
療
研
究

セ
ン
タ
ー

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
国
際

医
療
研
究

セ
ン
タ
ー

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
成
育

医
療
研
究

セ
ン
タ
ー

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
長
寿

医
療
研
究

セ
ン
タ
ー

国
立
研
究

開
発
法
人

日
本
医
療

研
究
開
発

機
構

国
立
研
究
開
発

法
人
日
本
医
療

研
究
開
発
機
構

法
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
四

十
九
号
）
第
十

七
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文
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独
立
行
政

法
人
国
立

公
文
書
館

国
立
公
文
書
館

法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
七
十

九
号
）
第
十
二

条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
三
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
農
林

水
産
消
費

安
全
技
術

セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人

農
林
水
産
消
費

安
全
技
術
セ
ン

タ
ー
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第

百
八
十
三
号
）

第
十
一
条
第
三

項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
三
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
製
品

評
価
技
術

基
盤
機
構

独
立
行
政
法
人

製
品
評
価
技
術

基

盤

機

構

法

（
平
成
十
一
年

法
律
第
二
百
四

号
）
第
十
二
条

第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
三
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
駐
留

軍
等
労
働

者
労
務
管

理
機
構

独
立
行
政
法
人

駐
留
軍
等
労
働

者
労
務
管
理
機

構
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
二

百
十
七
号
）
第

十
一
条
第
三
項

共
通
政
令
第
二

十
二
条
第
三
項

に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項

本
文

独
立
行
政

法
人
造
幣

局

独
立
行
政

法
人
造
幣

局
法
（
平

成
十
四
年

法
律
第
四

十
号
）
第

十
七
条

同
法
第
十
五
条

第
一
項

独
立
行
政
法
人

造
幣
局
法
施
行

令
（
平
成
十
四

年
政
令
第
三
百

八
十
号
）
第
一

条

独
立
行
政

法
人
国
立

印
刷
局

独
立
行
政

法
人
国
立

印
刷
局
法

（

平

成

十

四
年
法
律

第
四
十
一

号
）
第
十

七
条

同
法
第
十
五
条

第
一
項

独
立
行
政
法
人

国
立
印
刷
局
法

施
行
令
（
平
成

十
四
年
政
令
第

三

百

八

十

二

号
）
第
一
条

別
表
第
二
（
第
八
十
二
条
、
第
八
十
三
条
関
係
）

一

二

東
京
地
下
鉄
株
式
会

社

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第

六
条

中
間
貯
蔵
・
環
境
安

全
事
業
株
式
会
社

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式

会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四

十
四
号
）
第
十
二
条

成
田
国
際
空
港
株
式

会
社

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

第
十
一
条

東
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社

高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十

六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
十
条

中
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社

西
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社

本
州
四
国
連
絡
高
速

道
路
株
式
会
社

日
本
郵
政
株
式
会
社
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
条

株
式
会
社
日
本
政
策

金
融
公
庫

株
式
会
社
日
本
政
策

投
資
銀
行

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法

（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）

第
十
七
条

輸
出
入
・
港
湾
関
連

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー

株
式
会
社

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出

入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第

五
十
四
号
）
第
十
四
条
第
一
項

株
式
会
社
国
際
協
力

銀
行

新
関
西
国
際
空
港
株

式
会
社

関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空

港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第

二
十
二
条

株
式
会
社
農
林
漁
業

成
長
産
業
化
支
援
機

構

株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化

支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
八
十
三
号
）
第
二
十
八
条

株
式
会
社
民
間
資
金

等
活
用
事
業
推
進
機

構

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共

施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
五
十
八
条

株
式
会
社
海
外
需
要

開
拓
支
援
機
構

株
式
会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機

構
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五

十
一
号
）
第
二
十
九
条

株
式
会
社
産
業
革
新

投
資
機
構

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
百
十

六
条

株
式
会
社
海
外
交

通
・
都
市
開
発
事
業

支
援
機
構

株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発

事
業
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
三
十
条

株
式
会
社
海
外
通

信
・
放
送
・
郵
便
事

業
支
援
機
構

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵

便
事
業
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
十

条

株
式
会
社
日
本
貿
易

保
険

貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
十
八
条

株
式
会
社
脱
炭
素
化

支
援
機
構

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十

七
号
）
第
三
十
六
条
の
三
十

横
浜
川
崎
国
際
港
湾

株
式
会
社

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
十
八
号
）
第
四
十
三
条
の
二

十
六
第
一
項

北
海
道
旅
客
鉄
道
株

式
会
社

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨

物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
七
条

四
国
旅
客
鉄
道
株
式

会
社

日
本
貨
物
鉄
道
株
式

会
社

東
京
湾
横
断
道
路
株

式
会
社

東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年

法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
条

中
部
国
際
空
港
株
式

会
社

中
部
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
三
十
六
号
）
第
十
四
条

東
日
本
電
信
電
話
株

式
会
社

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律

第
八
十
五
号
）
第
十
二
条

西
日
本
電
信
電
話
株

式
会
社

日
本
電
信
電
話
株
式

会
社

首
都
高
速
道
路
株
式

会
社

高
速
道
路
株
式
会
社
法
第
十
条

阪
神
高
速
道
路
株
式

会
社

日
本
郵
便
株
式
会
社
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
百
号
）
第
十
条

株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ

銀
行

株
式
会
社
か
ん
ぽ
生

命
保
険

株
式
会
社
整
理
回
収

機
構

日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産

業
株
式
会
社

日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
二

号
）
第
六
条

株
式
会
社
商
工
組
合

中
央
金
庫

株
式
会
社
地
域
経
済

活
性
化
支
援
機
構

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援

機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

六
十
三
号
）
第
三
十
九
条

株
式
会
社
東
日
本
大

震
災
事
業
者
再
生
支

援
機
構

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者

再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
三
十
三

条

関
西
国
際
空
港
土
地

保
有
株
式
会
社

関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空

港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
十
三

条
第
五
項

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

日
本
た
ば
こ
産
業
株

式
会
社

日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法

（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
九

号
）
第
九
条

阪
神
国
際
港
湾
株
式

会
社

港
湾
法
第
四
十
三
条
の
二
十
六
第

一
項

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｊ
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第
一
号
書
式
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

第一号書式（第十一条の三関係）（平4会計規4・全改、平7会計規2・平15会計規3・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）所管令和何年度何々会計債権管理計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出債権管理（その1）消滅額前年度以前発生区分及び債権の種類前年度末現在額本年度発生額本年度末現在額備考本年度発生債権前年度以前債権増減額分発生債権分円円円円円円何々（区分）何々（部）何々（款）何々（項）何々（目）債権管理（その2）本年度末現在額一般分徴収停止分区分及び債権の備考本年度発生債権分前年度以前発生債権分合計種類総合計合計本年度発生債権分前年度以前発生債権分計計計履行期限到来額履行期限未到来額履行期限到来額履行期限未到来額履行期限到来額履行期限未到来額円円円円円円円円円円円円円（とじしろ）（とじしろ）何々（区分）何々（部）何々（款）何々（項）何々（目）参考1用紙の寸法は、（その1）及び（その2）の各片とも、それぞれ、日本産業規格A列4とすること。2（その1）及び（その2）の表とも、債権管理簿に確定金額をもって記載され、又は記録された債権について作成すること。3（その1）及び（その2）の表の区分及び債権の種類の欄の「何々（区分）」には、債権現在額報告書における歳入、歳入外等の区分を記入することとし、勘定のある特別会計にあっては、区分ごとに勘定別の債権の種類を記入すること。4（その1）の表の前年度末現在額の欄には、前年度の計算書における年度末現在額を記入すること。5（その1）の表の本年度発生額の欄には、本年度又は前年度において国の債権の管理等に関する法律第11条第1項の規定により債権管理簿に記載され、若しくは記録され又は他の歳入徴収官等から引継ぎを受けた債権で発生年度が本年度であるものの金額を記入すること。この場合において、本年度における種類又は金額の変更（他の歳入徴収官等への引継ぎを含む。）による増減額があるときは、当該債権の金額の記入については、次に定めるところによること。ア増加額及びイの減少額以外の減少額は、これを加算し、又は減額する。イ債権管理事務取扱規則（昭和31年大蔵省令第86号。以下「債権管理規則」という。）別表第4の五の1のイに掲げる理由（貸付契約の解除その他これに類する理由を除く。）及び同ロに掲げる理由並びに引継ぎによる減少額は、これを減額しないで、当該減少額を上段にマイナスの記号を付して記入する。6（その1）の表の前年度以前発生債権増減額の欄には、次に定める金額を記入すること。この場合において、アの金額に係る債権について本年度における種類又は金額の変更（他の歳入徴収官等への引継ぎを含む。）による増減額があるときは、5の後段に定めるところに準じて記入し、イの増減額のうちの減少額は、マイナスの記号を付して記入すること。ア本年度において国の債権の管理等に関する法律第11条第1項の規定により債権管理簿に記載され、若しくは記録され又は他の歳入徴収官等から引継ぎを受けた債権で発生年度が前年度以前であるものの金額イ前年度末現在額の欄に記入する金額に係る債権について本年度における種類又は金額の変更（他の歳入徴収官等への引継ぎを含む。）による増減額がある場合における当該増減額7（その1）の表の前年度以前発生債権増減額の欄に記入された債権の金額については、債権の種類ごとに、その増減の理由別の件数及び金額を備考欄に記入すること。8（その1）の表の消滅額の欄中本年度発生債権分の欄又は前年度以前発生債権分の欄には、それぞれ本年度発生額の欄又は前年度末現在額の欄及び前年度以前発生債権増減額の欄に記入する金額に係る債権の本年度における減少額で債権管理規則別表第4の五の2及び3に該当するものを記入すること。95、6及び8の適用に当たっては、次に定める金額は、本年度における減少額とみなすこと。ア国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和31年政令第337号）第39条の規定に該当する債権の金額のうち翌年度の4月30日までに消滅した金額イ国の債権の管理等に関する法律施行令第8条第1号括弧書きに該当する債権で発生年度が本年度であるものの金額のうち前年度の3月中における減少額10（その2）の表の本年度末現在額の欄中一般分の欄には、徴収停止をした債権以外の債権の現在額を記入し、徴収停止分の欄には、徴収停止をした債権の現在額を記入すること。11（その1）及び（その2）の表とも、区分ごとに（勘定のある特別会計にあっては、更に勘定ごとに）合計を付すること。12証明期間が三月の場合の計算書には「令和何年度」の下に「何年何月から何年何月までの分」と記入し、債権管理の表は、この表の書式に準じて作成すること。甲債権減少額内訳発生又は減少に至っ債権の種類減少の理由債務者名減少額減少年月日備考属年月日た原因円何々（部）何々（款）何々（項）何々（目）参考1この表は、債権管理（その1）の表の本年度発生額の欄、前年度以前発生債権増減額の欄及び消滅額の欄に記入された債権の減少額のうち、次に定めるものについて作成すること。ア債権管理規則別表第4の五の1のイに掲げる理由（貸付契約の解除その他これに類する理由を除く。）及び同ロに掲げる理由による減少額イ債権管理規則別表第4の五の3に掲げる減少額2勘定のある特別会計にあっては、債権の種類を勘定別に記入すること。3債権の減少額は、減少の理由別に区分し、1件ごとに記入すること。ただし、既に計算証明されている不納欠損額に係る減少額については、減少の理由別（不納欠損として整理をした歳入徴収官が2以上ある場合には、更に歳入徴収官別）に一括して記入することができる。乙徴収停止額内訳債権の種類債務者名徴収停止額備考円何々（部）何々（款）何々（項）何々（目）参考1この表は、証明期間が三月の場合にあっては、最終の債権管理計算書に添付すること。2この表は、債権管理（その2）の表の本年度末現在額の欄中徴収停止分の欄に記入された債権のうち、本年度において徴収停止をしたものについて作成すること。3徴収停止をした債権については、1件ごとに債務者の氏名及び徴収停止額を記入し、徴収停止をした事由を備考欄に記入すること。ただし、債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められたため徴収停止をした債権については、一括して記入することができる。4勘定のある特別会計にあっては、勘定別に種類を設けること。52以上の部の徴収停止中の債権があるときは、合計を付すること。丙履行延期等明細書事区本年度増前年度末現債権の種類本年度末現在額備考期限の延期限の延期限の延在額減長1年以長5年を長1年未計上5年以超えるも由分満のもの内のものの件円件円件円件円件円件円件円何々（部）件数金額何々（款）件数金額何々（項）件数金額何々（目）件数金額参考1この表は、証明期間が三月の場合にあっては、最終の債権管理計算書に添付すること。2この表は、履行延期の特約又は処分をした債権、延納の特約又は処分をした債権、和解又は調停により履行期限を延長した債権、定期貸又は据置貸をした債権及びその他の理由により履行期限を延長した債権の事由別に記入し、事由ごとの計を付すること。3本年度の欄中増には、本年度において、新規に履行延期等をした債権及び履行延期等による期限の到来以前に更に履行延期等をした債権を記入すること。4他の歳入徴収官等から履行延期等をした債権を引き継いだ場合には、本年度の欄中増にこれを含めること。この場合において、期限の延長年数は、引継ぎを受けた日から履行延期等による期限までの期間をもって計算するものとする。5本年度の欄中減には、本年度において、履行延期等による期限の到来した債権、履行延期等による期限の到来以前に更に履行延期等をした場合の当初の債権、延長した期限を繰り上げた債権及び履行延期等による期限の到来以前に消滅した債権を記入すること。6他の歳入徴収官等に、履行延期等をした債権を引き渡した場合には、本年度の欄中減にこれを含めること。7勘定のある特別会計にあっては、勘定別に種類を設けること。
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第
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二
書
式
（
第
十
二
条
関
係
）

第一号の二書式（第十二条関係）（平4会計規4・全改、平7会計規2・平15会計規7・平17会計規3・平26会計規3・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）主管（所管）令和何年度最終の計算書のときは、その旨を記入すること。何年何月から何年何月までの分何々会計歳入徴収額計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出歳入徴収徴収決定済額収納済歳入額不納欠損額収納未済科目摘要備考本期まで本期まで本期まで本期分本期分本期分歳入額の累計の累計の累計円円円円円円円何々（部）何々（款）何々（項）何々（目）参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2勘定の区分のある特別会計にあっては、科目の欄中「何々（部）」とあるのは「何々（勘定）」として記入すること。32以上の部又は勘定（勘定の区分のない特別会計にあっては、款）の歳入があるときは、合計を付すること。4既往年度の収納未済歳入額で本年度に繰り越したもの又は徴収決定外に誤納したものがあるときは、その金額を徴収決定済額の欄に記入すること。5既往年度の収納未済歳入額で翌年度に繰り越したもの（歳入徴収官事務規程第38条各号に掲げる特別会計及び歳入に係るものを除く。）又は誤びゅう訂正等により徴収決定済額を減額したものがあるときは、その金額を徴収決定済額の欄にマイナスの記号を付して記入すること。6収納済歳入額で、日本銀行の歳入金月計突合表と符合しないものがあるときは、その理由を備考欄に記入すること。7滞納処分の執行を停止中のものがあるときは、収納未済歳入額の欄にその額を内数として記入すること。8この表は、事情により1証明期間に属する各月ごとに、この書式に準じて作成し、当該証明期間分として取りまとめることができる。この場合においては、各月分の「歳入徴収」の下に「何年何月分」と記入すること。9証明期間が一月の場合の計算書は、この書式に準じて作成すること。甲収入官吏現金領収額摘要金額備考円本年度3月31日までの分何庁収入官吏氏名計その後出納整理期限までの分何庁収入官吏氏名計合計参考この表は、最終の歳入徴収額計算書に添付すること。乙収納未済歳入額内訳（その1）摘要金額備考（科目）（官署コード）（債権番号）（納付者名）円乙収納未済歳入額内訳（その2）収納未済の内訳納付者名（番号）収納未済総額備考分割調定調定科目名債権番号履行期限金額番号年度年月日円円参考1（その1）及び（その2）の表は、最終の歳入徴収額計算書に添付すること。2（その1）の表は、年度末現在の収納未済歳入額について、1件ごとに氏名及び金額を記入し、かつ、徴収決定をした年度別に作成すること。3（その1）の表に2以上の部の収納未済歳入額があるときは、合計を付すること。4（その2）の表は、各人ごとの総額の金額が50万円を超える収納未済歳入額について各人ごとに氏名、金額及びその合計を記入して作成すること。5（その2）の表に記入した収納未済歳入額については、収納済みとならなかった事由を同表の備考欄に記入すること。丙収納済歳入額と日本銀行領収済額との対照摘要金額備考円収納済歳入額何年度歳入を本年度歳入として日本銀行に払込みをしたもの何年何月何日据置整理の分何会計歳入を本会計歳入として日本銀行に払込みをしたもの〃何々〃計出納整理期限までに日本銀行に払込みをしなかったもの何円は某扱いの分何々の理由による。本年度歳入を何年度歳入として日本銀行に払込みをしたもの何年何月何日据置整理の分本会計歳入を何会計歳入として日本銀行に払込みをしたもの〃何々〃計差引計日本銀行領収済通知総額参考この表は、最終の歳入徴収額計算書に添付すること。
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第一号の三書式（第十五条関係）（平29会計規2・追加、令2会計規7・一部改正）歳入証明書（何科目）調定年月日摘要徴収決定済額納期日納付者（数）備考円合計上記のとおり相違ないことを証明する。年月日職官氏名参考1この表には、歳入証明書の対象とならない徴収決定分を含めて記入することができる。2摘要欄には、第15条第2項第1号の歳入は、区分を、同項第2号の歳入は、会計検査院が別に指定する事項を、それぞれ記入すること。3会計検査院が別に指定する歳入については、一括して記入することができる。この場合においては、納付者（数）欄には納付者数を記入すること。4備考欄には、次の表に掲げる区分に該当する場合は、当該区分に応じ、備考欄記入事項を記入すること。区分備考欄記入事項歳入証明書の対象とならない徴収決定分を含めて記入した場合1歳入証明書の対象となるものとならないものとの区別の表示2歳入証明書の対象となるものの合計額分割納付債権の2回目以降の徴収決定に係る歳入1当初の徴収決定年月日2当該債権全体の総納付回数及び今回の納付回数分割納付債権に係る延納利子収入（当該延納利子が付される債当該延納利子収入が付される債権に係る当初の徴収決定年月日権と同時に徴収決定をした初回分を除く。）貸付料債権等の2回目以降の徴収決定に係る歳入当初の徴収決定年月日
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第
二
号
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削
除

第
二
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書
式
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第
十
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関
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）

第二号の二書式（第十九条の二関係）（平7会計規2・全改、平15会計規7・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）令和何年度最終の計算書のときは、その旨を記入すること。何年何月分国税収納金整理資金徴収額計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名 年月日提出国税収納金整理資金徴収受入科目徴収決定済額区分収納済額不納欠損額収納未済額備考款項目徴収決定繰越し計円円円円円円本月分何々何々何々本月までの累計本月分項計本月までの累計本月分款計本月までの累計参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。22以上の款があるときは、合計を付すること。3既往年度の収納未済額で翌年度に繰り越したものがあるときは、その金額を徴収決定済額の繰越しの欄にマイナスの記号を付して記入すること。4収納済額で、日本銀行の国税収納金整理資金受入金月計突合表と符合しないものがあるときは、その事由を備考欄に記入すること。5滞納処分の執行を停止中のものがあるときは、収納未済額の欄にその金額を内数として記入すること。6徴収決定済額の欄には、必要に応じ徴収決定及び繰越し以外の内訳欄を追加することができる。甲国税収納官吏現金領収額摘要金額備考円本年度3月31日までの分何庁国税収納官吏氏名計その後整理期限までの分何庁国税収納官吏氏名計合計参考この表は、最終の国税収納金整理資金徴収額計算書に添付すること。乙収納未済額内訳摘要金額備考円何々（款）何々（項）何々（目）氏名氏名ほか何名参考1この表は、最終の国税収納金整理資金徴収額計算書に添付すること。2この表は、年度末現在の収納未済額（本年度徴収決定分については、整理期限までに収納された額を除く。）について、徴収決定した年度別（ただし、徴収決定した年度が本年度の前々年度以前である分については、各年度分を一括）に作成すること。3収納未済額について、1件の金額又は各人ごとの総額の金額が5000万円を超えるものがあるときは、各人ごとに氏名及び金額を記入すること。42以上の款の収納未済額があるときは、合計を付すること。5収納済みとならなかった事由を備考欄に記入すること。丙収納済額と日本銀行領収済額との対照摘要金額備考円収納済額前年度整理期限までに国税収納官吏が領収した収納金のうち前年6月30日までに日本銀行に払込みをしなかったもので、本年6月30日までに日本銀行に払込みをしたもの何円は某扱いの分何々の理由による。何会計歳入金を国税収納金として日本銀行に払込みをしたもの何年何月据置整理の分何々〃計本年度整理期限までに国税収納官吏が領収した収納金のうち本年6月30日までに日本銀行に払込みをしなかったもの何円は某扱いの分何々の理由による。国税収納金を何会計歳入金として日本銀行に払込みをしたもの何年何月据置整理の分何々〃計差引計日本銀行領収済通知総額（何年4月から何年6月までの分）参考この表は、最終の国税収納金整理資金徴収額計算書に添付すること。
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第
二
号
の
三
書
式
（
第
十
九
条
の
六
関
係
）

第二号の三書式（第十九条の六関係）（平7会計規2・全改、平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）令和何年度最終の計算書のときは、その旨を記入すること。何年何月分国税収納金整理資金支払命令額計算書証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名 年月日提出国税収納金整理資金支払命令支払科目支払決定済額再支払支払命令支払命令摘要前年度以前分備考決定済額済額未済額款項目本年度分計支払決定繰越額減少額円円円円円円円本月分何々何々何々本月までの累計本月分項計本月までの累計本月分款計本月までの累計（付表）支払決定済額支払決定済額摘要支払計画示達額再支払決定済額支払計画残額（本年度分）（前年度以前分）円円円円円本月分本月までの累計参考1用紙の寸法は、国税収納金整理資金支払命令の表は、日本産業規格A列4とすること。22以上の款の支払があるときは、合計を付すること。3支払決定減少額の欄に記入するものについては、マイナスの記号を付して記入すること。4付表の支払決定済額（本年度分）の欄には、償還金に係る支払決定済額を、同表の再支払決定済額及び支払決定済額（前年度以前分）の欄には、支払命令済額をそれぞれ内数として記入すること。

 

第
二
号
の
四
書
式
（
第
十
九
条
の
八
関
係
）

第二号の四書式（第十九条の八関係）（平7会計規2・全改、平15会計規7・旧第二号の六書式繰上・一部改正、平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）令和何年度最終の計算書のときは、その旨を記入すること。何年何月から何年何月までの分国税収納金等現金出納計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名 年月日提出国税収納金等現金本期前期までの本期前記までの摘要計計払込未済額備考領収済額領収済額払込済額払込済額円円円円円円円何年度何年度計円円円取扱官吏別内訳主任国税収納官吏氏名分任国税収納官吏所属官署名・氏名何々参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2取扱官吏別内訳の項については、この書式に準じて別に作成することができる。3現金を亡失し、又はその補を受けたものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。4弁償を命ぜられたものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。5払込未済のものがあるときは、その金額及び事由を備考欄に記入すること。6前年度払込未済額は、前期までの領収済額の欄に記入すること。
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第
二
号
の
五
書
式
（
第
十
九
条
の
十
三
関
係
）

第二号の五書式（第十九条の十三関係）（平29会計規2・追加、令元会計規1・令2会計規7・一部改正）令和何年度物納額計算書証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出税目摘要収納額備考円何々土地建物その他合計参考用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。  

第
三
号
書
式
（
第
二
十
条
関
係
）

第三号書式（第二十条関係）（平4会計規4・全改、平7会計規2・平13会計規7・平16会計規2・平17会計規3・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）所管令和何年度最終の計算書のときは、その旨を記入すること。何年何月分何々会計支出計算書（官署分）添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出支出支払計画示達額支出済額部局等及び科目備考本月科目等本月分前月までの本月までの累計本月分本月戻入額差引計更正額差引計差引計円円円円円円円何々（部局等）何々（項）何々（目）参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2勘定の区分のある特別会計にあっては、部局等及び科目の欄中「何々（部局等）」とあるのは「何々（勘定）」として記入すること。3部局等（勘定区分のある特別会計にあっては、勘定とする。）ごとに区分し、合計を付すること。4本月科目等更正額の欄には、科目、年度、所管、会計、部局等及び勘定の更正をした額を記入すること。この場合において、減額は、マイナスの記号を付して記入すること。5本月戻入額並びに本月科目等更正額のうち科目、部局等及び勘定の更正に係るものについては、1件ごとにその理由及び金額を備考欄に記入すること。ただし、通勤手当の返納（過誤払によるものを除く。）に係る本月戻入額については、件数及び金額を一括して記入することができる。甲資金の前渡、交付摘要本月分前月の差引計本月戻入額差引計備考円円円円何庁氏名集合の部日本銀行合計参考1この表は、資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏又はこれらの者の代理官に対し資金を交付したもの及び日本銀行に対し国債の元利払等のために資金を交付したものについて作成すること。2資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏又はこれらの者の代理官に対し資金を交付したものの記入については、次に定めるところによること。ア資金前渡官吏及び第36条第1項ただし書の規定により単独で計算証明をすることとされている分任資金前渡官吏別にそれぞれ記入することとし、同項本文の規定によりその取り扱った計算を主任資金前渡官吏の計算に併算することとされている分任資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏代理に対して資金を交付したものについては、当該主任資金前渡官吏の計算に併算する。イ資金前渡官吏等（資金前渡官吏及び第36条第1項ただし書の規定により単独で計算証明をすることとされている分任資金前渡官吏をいう。以下同じ。）が官職指定により任命されているときは、氏名の記入に代えて官職を記入することができる。ウ資金前渡官吏等が交替したときは、後任の資金前渡官吏等の分に計算を併算し、その月に限り前任の資金前渡官吏等の氏名を備考欄に記入する。エ資金前渡官吏等の事務が完結したときは、その翌月分から集合の部に計算を併算し、その月に限りその氏名を備考欄に記入する。3官署支出官と同一の官署に置かれた資金前渡官吏については、予算決算及び会計令第51条第13号に規定する経費に充てるための資金の交付と他の資金の交付との内訳を記入すること。乙前金払前金払額精算済額科目未精算額備考本月までの本月までの本月分本月分本月戻入額累計累計円円円円円円何々（部局等）何々（項）合計参考1この表は、前金払をしたものについて作成すること。2前金払額の欄には、前金払をした額を記入すること。3精算済額の欄には、前金払をしたものに対し、その支払額に相当する反対給付等があったとき、又はその支払額に相当する反対給付等がないためその差額若しくは全額の返納を受けたとき記入すること。この場合において、歳入組入れがあったときは、当該金額を精算済額の欄中本月分の欄の金額に加算して記入し、備考欄にその旨及び金額を記入すること。4精算済額の欄には、精算の結果の支払額を含めないこと。52以上の部局等の支出に関する前金払があるときは、合計を付すること。6最終分の表の未精算額の欄のうち、補助金等適正化法の適用を受ける補助金等に係るものについては、その旨、件数及び金額を備考欄に記入すること。7予算決算及び会計令第51条第13号に規定する経費については、他の前金払をしたものと区分して記入すること。丙算払算払額精算済額科目未精算額備考本月までの本月までの本月分本月分本月戻入額累計累計円円円円円円何々（部局等）何々（項）合計参考1この表は、算払をしたものについて作成すること。2算払額の欄には、算払をした額を記入すること。3精算済額の欄には、算払をしたものに対し、その支払額に相当する反対給付等があったとき、又はその支払額に相当する反対給付等がないためその差額若しくは全額の返納を受けたとき記入すること。この場合において、歳入組入れがあったときは、当該金額を精算済額の欄中本月分の欄の金額に加算して記入し、備考欄にその旨及び金額を記入すること。なお、旅費については、その旨及び金額を備考欄に記入すること。4精算済額の欄には、精算の結果の支払額を含めないこと。52以上の部局等の支出に関する算払があるときは、合計を付すること。6最終分の表の未精算額の欄のうち、補助金等適正化法の適用を受ける補助金等に係るものについては、その旨、件数及び金額を備考欄に記入すること。7予算決算及び会計令第51条第13号に規定する経費については、他の算払をしたものと区分して記入すること。丁年度、所管及び会計名の更正、歳入組入れ、過年度支出内訳区分科目金額備考円何々（部局等）何々（項）何々（目）参考1この表は、年度、所管及び会計名の更正、歳入組入れ又は過年度支出をしたものについて作成すること。ただし、資金前渡（予算決算及び会計令第51条第13号に規定する経費については、前金払又は算払のために資金を交付したものに限る。）、資金交付、前金払又は算払の結果による歳入組入れ及び財政法（昭和22年法律第34号）第35条第3項ただし書の規定により財務大臣が指定した経費に係る過年度支出については、記入を要しない。2区分の欄には、年度の更正、所管の更正、会計名の更正、歳入組入れ及び過年度支出の別を記入すること。3更正等の処理を必要とする当初の支出に係る小切手等の振出し等の年月日、番号及び受取人名並びに当該処理をした事由を備考欄に記入すること。
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第
三
号
の
二
書
式
（
第
二
十
一
条
の
二
、
第
三
十
条
の
八

関
係
）

第三号の二書式（第二十一条の二、第三十条の八関係）（平21会計規5・追加、平29会計規2・令元会計規1・一部改正）主要経費別内訳表官署何々所管何々会計何々主要経費別分類支出済額円何々（主要経費（大分類））何々（主要経費（小分類））合計参考1支出計算書（官署分）に添付する場合には、最終の支出計算書（官署分）の支出の表の支出済額の欄中差引計の欄の金額について作成すること。2支出計算書（センター分）に添付する場合には、最終の支出計算書（センター分）の支出の表の支出済額の欄中差引計の欄の金額について作成すること。この場合においては、官署名は記入しないものとする。3勘定の区分のある特別会計にあっては、勘定の別に区分して記入すること。  

第
三
号
の
三
書
式
（
第
二
十
一
条
の
二
、
第
三
十
条
の
八

関
係
）

第三号の三書式（第二十一条の二、第三十条の八関係）（平21会計規5・追加、平29会計規2・令元会計規1・一部改正）事項別内訳表官署何々所管何々会計何々部局等、項及び事項支出済額円何々（部局等）何々（項）何々（事項）合計参考1支出計算書（官署分）に添付する場合には、最終の支出計算書（官署分）の支出の表の支出済額の欄中差引計の欄の金額について作成すること。2支出計算書（センター分）に添付する場合には、最終の支出計算書（センター分）の支出の表の支出済額の欄中差引計の欄の金額について作成すること。この場合においては、官署名は記入しないものとする。3勘定の区分のある特別会計にあっては、部局等、項及び事項の欄中「何々（部局等）」とあるのは「何々（勘定）」として記入すること。  

第
三
号
の
四
書
式
（
第
三
十
条
の
四
関
係
）

第三号の四書式（第三十条の四関係）（平4会計規4・追加、平17会計規3・旧第三号の四書式繰上・一部改正、平21会計規5・旧第三号の二書式繰下、平29会計規2・令2会計規7・一部改正）補助金等の未精算状況報告書庁名職官氏名年月日提出何年何月何日現在未精算のもの年度会計科目名備考件数金額円合計参考1年度の欄には、前金払又は算払をした年度を記入すること。2何年何月何日現在未精算のものの欄には、翌年度以降の各年度の基準日現在において額の確定が済んでいないもの（額の確定の結果返納を要するものについては、返納が済んでいないもの）の交付決定の件数及び当該交付決定に係る前金払又は算払の金額を記入すること。3年度別及び会計別の計を付すること。  

第
三
号
の
五
書
式
（
第
三
十
条
の
七
関
係
）

第三号の五書式（第三十条の七関係）（平4会計規4・追加、平7会計規2・一部改正、平17会計規3・旧第三号の五書式繰上・一部改正、平21会計規5・旧第三号の三書式繰下、平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）令和何年度最終の計算書のときは、その旨を記入すること。何年何月分支出計算書（センター分）添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出支出所管何々会計何々支出済額支払計画示達額部局等及び科目備考本月科目等本月分前月までの本月までの累計本月分本月戻入額差引計更正額差引計差引計円円円円円円円何々（部局等）何々（項）何々（目）参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2勘定の区分のある特別会計にあっては、部局等及び科目の欄中「何々（部局等）」とあるのは「何々（勘定）」として記入すること。3会計及び所管ごとの合計並びに総合計を付すること。4本月科目等更正額の欄には、科目、年度、所管、会計、部局等及び勘定の更正をした額を記入すること。この場合において、減額は、マイナスの記号を付して記入すること。甲日別支出科目等更正額日支出済額戻入額差引計備考増減円円円円円月計乙官署支出官別支出所管何々会計何々支出済額官署支出官備考本月科目等本月分前月までの本月分本月戻入額差引計更正額差引計差引計円円円円円円何々（官職）合計参考本月科目等更正額の欄には、科目、年度、所管、会計、部局等及び勘定の更正をした額を記入すること。この場合において、減額は、マイナスの記号を付して記入すること。
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第
三
号
の
六
書
式
（
第
三
十
条
の
八
関
係
）

第三号の六書式（第三十条の八関係）（平4会計規4・追加、平17会計規3・旧第三号の六書式繰上・一部改正、平21会計規5・旧第三号の四書式繰下、平29会計規2・一部改正）官署支出官別科目別支出済額内訳表所管何々会計何々官署支出官何々（官職）計部局等及び科目円円何々（部局等）何々（項）何々（目）合計参考1この表は、最終の支出計算書（センター分）の支出の表の支出済額の欄中差引計の欄の金額について作成すること。2勘定の区分のある特別会計にあっては、部局等及び科目の欄中「何々（部局等）」とあるのは「何々（勘定）」として記入すること。  

第
四
号
書
式
（
第
三
十
一
条
関
係
）

第四号書式（第三十一条関係）（平7会計規2・全改、平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）主管（所管）令和何年度何々会計収入金現金出納計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出収入金現金前年度領収した摘要ものの払込未済本年度領収済額計払込済額払込未済額備考額円円円円円何年度歳入計円円取扱官吏別内訳主任収入官吏氏名分任収入官吏所属官署名・氏名何々参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2取扱官吏別内訳の項については、この書式に準じて別に作成することができる。3現金を亡失し、又はその補を受けたものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。4弁償を命ぜられたものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。5払込未済のものがあるときは、その金額及び事由を備考欄に記入すること。
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第
五
号
書
式
（
第
三
十
五
条
関
係
）

第五号書式（第三十五条関係）（平4会計規4・全改、平7会計規2・平16会計規2・平17会計規3・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）所管令和何年度最終の計算書のときは、その旨を記入すること。何年何月分何々会計前渡資金出納計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出前渡資金本月前月の本月差引本月前月の本月差引科目残額備考本月科目更正額領収額差引計還納額計支払額差引計回収額計円円円円円円円円円円何々（部局等）残額内訳円手元保管高何々（項）日本銀行預託高何々銀行預託高何々（目）計振出小切手支払未済額円前月までの支払未済額本月支払済額差引残額本月分支払未済額計参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2前金払、算払及び年度更正等の内訳は、第三号書式を準用すること。3他の出納官吏と資金の授受をした場合は、その氏名及び金額を備考欄に記入すること。ただし、計算証明をする出納官吏に資金を交付した場合は、本月還納額の欄に、同官吏から返納を受けた場合は、本月領収額の欄に記入し、それぞれその旨及び金額を備考欄に記入すること。4本月回収額の欄には、過誤払等の金額を回収した場合に記入すること。5現金を亡失し、又はその補を受けたものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。6繰替払をしたときは、これを支払額に併算し、当月中に資金の補を受けていないものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。後の月にこれに対する補を受けたときも、また同様とする。7弁償を命ぜられたものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。8本月科目更正額及び本月回収額については、1件ごとにその事由及び金額を備考欄に記入すること。ただし、通勤手当の返納（過誤払によるものを除く。）に係る本月回収額については、件数及び金額を一括して記入することができる。9備考欄については、この書式に準じて別に作成することができる。10本月科目更正額が減額の場合は、マイナスの記号を付して記入すること。112以上の部局等の支払等があるときは、合計を付すること。12予算決算及び会計令第51条第13号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金については、他の資金と区分して記入すること。13予算決算及び会計令第51条第13号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金については、2及び8の規定は適用しない。領収証書未到達内訳科目前月末未到達額本月分未到達額計本月到達額未到達額備考円円円円円何々（部局等）何々（項）何々（目）参考2以上の部局等に領収証書未到達があるときは、合計を付すること。
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第
五
号
の
二
書
式
（
第
三
十
九
条
関
係
）

第五号の二書式(第三十九条関係) 

給 与 証 明 書 

(支給日  月  日)  

項 目 金 額 備 考 

給

与

額 

職 員 基 本 給 
円  

内

訳 

職 員 俸 給  

扶 養 手 当  

何々(「以下「目の細分」

による。) 

 

  

職 員 諸 手 当  

内

訳 

管 理 職 手 当  

初 任 給 調 整 手 当  

通 勤 手 当  

何々(「以下「目の細分」

による。) 

 

  

超 過 勤 務 手 当  

短 時 間 勤 務 職 員 給 与  

内

訳 

定年前再任用短時間勤務職

員給与 

 

暫定再任用短時間勤務職

員給与 

 

任期付短時間勤務職員給

与 

 

何々 (「以下「目の細分」

による。) 

 

  

何々(「以下「目」による。)  

内

訳 

何々(「以下「目の細分」に

よる。) 

 

  

  

計  

控

除

額 

共済

組合 

短 期 掛 金  

介 護 掛 金  

退 職 等 年 金 掛 金  

厚 生 年 金 保 険 料  

所 得 税  

何 々  

  

計  

差 引 支 給 額  

  差引支給額は、何某ほか何名に給与として支払ったことを証明する。 

年  月  日   職 官  氏 名      

 参 考 

  1 この証明書は、主任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏又は出納員の支払った給与

について、当該出納職員ごとに作成すること。ただし、資金前渡官吏が給与の支払だ

け又は給与及び児童手当の支払だけを行う出納員の取り扱った計算を併算して計算

証明をする場合には、当該出納員の支払った分を所属の主任資金前渡官吏又は分任資

金前渡官吏の分に含めて作成することができる。この場合においては、出納員別の差

引支給額を備考欄に記入すること。 

  2 給与簿制度の適用される一般職の職員の給与の分とその他の職員の給与の分とは、

区分して作成すること。 

  3 給与の振込み又は隔地払のため日本銀行に資金を交付した場合には、振込みの分

については、その員数及び振込額を、隔地払の分については、その員数及び送金額を、

それぞれ備考欄に記入すること。 

  4 控除額の払込みに対する領収証書は、この証明書のほかに提出すること。 

第
五
号
の
三
書
式
（
第
三
十
九
条
関
係
）

第五号の三書式（第三十九条関係）（平24会計規5・全改、平27会計規3・令2会計規7・一部改正）児童手当支払証明書（年月支給分）支給額備考円上記支給額は、何某ほか何名に支払ったことを証明する。年月日職官氏名  

第
六
号
書
式
（
第
四
十
八
条
関
係
）

第六号書式（第四十八条関係）（平7会計規2・全改、平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）所管令和何年度歳入歳出外現金出納計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出歳入歳出外現金残高歳入越高受領高計摘要払出高計計備考組入額現金預入円円円円円円円円円供託金保証金拾得金何々合計参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2現金を亡失し、又はその補を受けたものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。3弁償を命ぜられたものがあるときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。4証明期間が三月の場合の計算書には、「令和何年度」の下に「何年何月から何年何月までの分」と記入すること。
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第
六
号
の
二
書
式
（
第
五
十
八
条
の
二
関
係
）

第六号の二書式（第五十八条の二関係）（平7会計規2・全改、平23会計規4・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）所管令和何年度何々会計債務負担額計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出（その1）債務負担何々（債務の種類）継続費又は前年度までの債務の増減本年度の債務の増減本年度末国庫債務負担行為に基前年度まで前年度まで既往年度か本年度の本年度の区分備考づく支出負の債務負担の債務消滅らの繰越債計担行為計画示達額額額務額債務負担額債務消滅額現在額円円円円円円円円参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2この表は、第58条の2第1項第1号及び第2号の規定に該当する債務について作成すること。3この表は、次の表に掲げる債務の種類の別に作成し、債務の種類に応じ、次の表に掲げる区分ごとに区分して記入すること。種類区分継続費に基づく支出負担行為部局等及び項国庫債務負担行為に基づく支出負担行為（財政法第15条第1項の規定によるも部局等及び事項の）国庫債務負担行為に基づく支出負担行為（財政法第15条第2項の規定によるも部局等及び事項の）予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務（保証債務及び債務負担の根拠法令等を明示した当該損失補償契約に係る債務を除く。）債務の名称法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担の根拠法令等を明示した当該債務（保証債務及び損失補償契約に係る債務を除く。）債務の名称予算総則で保証（損失補償契約を含む。）の限度額が定められているものに係る債務負担の根拠法令等を明示した当該保証債務（損失補償契約に係る債務を含む。）債務の名称法律、条約等で保証（損失補償契約を含む。）の限度額が定められているものに債務負担の根拠法令等を明示した当該係る保証債務（損失補償契約に係る債務を含む。）債務の名称他会計への繰入未済金（他会計への繰戻未済金を含む。）繰入先会計名4勘定の区分のある特別会計にあっては、勘定の別に区分したうえ、参考3により区分して記入し、工事別等の区分のある特別会計にあっては、参考3により区分したうえ、工事別等に区分して記入すること。5各債務の本年度の債務消滅額のうち、支出及び支払以外の原因により債務が消滅したものがあるときは、区分ごとに備考欄にその理由及び金額を記入すること。6前年度までの債務の増減の欄は、継続費に基づく支出負担行為、国庫債務負担行為に基づく支出負担行為及び法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務（法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもって明確に定められていない債務を除く。）について記入すること。ただし、これらの債務についても、区分ごとの債務が前年度までに全額消滅したものについては、記入することを要しない。7外国貨幣を基礎とする債務については、外貨額をもって記入し、その外貨額の下に会計検査院が別に指定する邦貨換算要領による邦貨換算額を付すること。この場合において、本年度の債務負担額に外国為替相場の変更若しくは変動に伴う増加額が含まれているとき、又は本年度の債務消滅額に外国為替相場の変更若しくは変動に伴う減少額が含まれているときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。（その2）債務負担歳出予算の繰越しに係る債務既往年度からの左のうち本年度本年度の区分差引額債務負担額中本年度末現在額備考繰越債務額の債務消滅額翌年度へ繰越額円円円円円参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2この表は、第58条の2第1項第3号の規定に該当する債務について作成すること。3この表は、部局等及び項に区分して記入すること。4勘定の区分のある特別会計にあっては、勘定の別に区分したうえ、参考3により区分して記入し、工事別等の区分のある特別会計にあっては、参考3により区分したうえ、工事別等に区分して記入すること。5本年度の債務消滅額のうち、支出及び支払以外の原因により債務が消滅したものがあるときは、区分ごとに備考欄にその理由及び金額を記入すること。
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第
七
号
書
式
（
第
五
十
九
条
関
係
）

第七号書式（第五十九条関係）（平7会計規2・全改、平13会計規7・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）所管令和何年度何々会計物品管理計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出物品管理何年度末何年度間増減何年度末現在分類及び細分類品目現在増減差引価格改定による数量価格数量価格数量価格数量価格増又は減数量価格円円円円円円何々（分類名）何々（細分類名）何々何々会計合計品目別内訳何々参考1用紙の寸法は、日本産業規格A列4とすること。2品目の欄には、物品管理法施行令第43条第1項に規定する物品については、財務大臣が定める品目を、その他の物品については、各省各庁の長において定める品目を、それぞれ記入すること。3数量及び価格の欄は、物品管理簿に記録された数量及び価格に基づいて記入すること。4何年度間増減の欄中差引の欄に差引減があるときは、その数字にマイナスの記号を付して記入すること。5何年度間増減の欄中価格改定による増又は減の欄には、価格改定による価格の差引増減額を記入するものとし、差引減額があるときは、その数字にマイナスの記号を付して記入すること。6証明期間が三月の場合の計算書には、「令和何年度」の下に「何年何月から何年何月までの分」と記入し、物品管理の表は、この表の書式に準じて作成すること。
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第
八
号
書
式
（
第
六
十
四
条
関
係
）

第八号書式（第六十四条関係）（平5会計規3・全改、平19会計規2・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）所管令和何年度何々会計国有財産増減及び現在額計算書添付書類何々証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出国有財産増減及び現在額（分類）何々（種類）何々（部局名）何々何年度末何年度間増減何年度末数量区分現在増減差引現在備考単位数量価格数量価格数量価格数量価格数量価格円円円円円口座別名称所在地名土地平方メートル立木竹本（樹木）立木竹立方メートル（立木）立木竹束（竹）立木竹計建物平方メートル（建面積）建物平方メートル（延べ面積）工作物機械器具船舶隻（汽船）船舶トン（汽船）船舶隻（艦船）船舶トン（艦船）船舶隻（雑船）船舶計隻航空機機地上権等平方メートル特許権等件政府出資等不動産の信託件の受益権合計ページ参考1用紙の寸法は、日本産業規格B列4を標準とし、左とじとすること。2この表は、国有財産法施行令（昭和23年政令第246号）第22条の2各号に掲げる国有財産及び国有財産法附則第2条の規定により国有財産増減及び現在額報告書の作成を省略することとされた国有財産については、作成することを要しない。3口座別名称及び所在地名は、口座の設定に当たり土地を基準としている国有財産のうち、行政財産にあっては、国有財産台帳の口座名及び所在地名を、普通財産にあっては、当該財産の所在する都道府県名を記入し、口座の設定に当たり土地を基準としていない国有財産のうち、行政財産にあっては、当該財産を管理する官署等の名称を、普通財産にあっては、当該財産を管理する官署等の所在する都道府県名を記入すること。4区分のうち、該当する財産がないものについては、その欄の記入を省略することができる。5何年度間増減の欄中差引の欄に差引減があるときは、その数字にマイナスの記号を付すること。6計算書には、国有財産の種類別及び分類別の区分別合計並びにその会計の区分別総計を記入すること。

 

第
九
号
書
式
（
第
六
十
四
条
関
係
）

第九号書式（第六十四条関係）（平5会計規3・全改、平12会計規6・平22会計規3・平29会計規2・令元会計規1・令2会計規7・一部改正）何省（何庁）所管令和何年度何々会計国有財産無償貸付状況計算書証拠書類書面何冊何枚記録媒体何枚庁名職官氏名年月日提出国有財産無償貸付状況何年度末何年度間増減何年度末用途数量現在増減差引現在備考区分単位数量価格数量価格数量価格数量価格数量価格円円円円円用途別名称所在地名土地平方メートル樹木本立立木立方メートル木竹束竹小計建面積平方メートル建物延べ面積平方メートル工作物何々計件参考1用紙の寸法は、日本産業規格B列4を標準とし、左とじとすること。2この表は、国有財産法第22条の規定（同法第19条及び第26条において準用する場合を含む。）により無償貸付をした国有財産について作成すること。3用途別名称は、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場、信号機等の小規模施設、生活困者の収容施設、災害の応急施設、地震防災の応急施設又は緊急事態の応急施設の別を記入すること。4この表は、用途別に区分して記入すること。この場合において、同一の用途別名称を用いる国有財産が複数の所在地にある場合には、最初の国有財産以外の国有財産について用途別名称の記入を省略することができる。5所在地名は、行政財産にあっては、国有財産台帳の所在地名を、普通財産にあっては、当該財産の所在する都道府県名を記入すること。6何年度間増減の欄中差引の欄に差引減があるときは、その数字にマイナスの記号を付すること。7件数は、1契約をもって1件とし、計の数量の欄に記入すること。8計算書には、用途別の区分別合計及びその会計の区分別総計を記入すること。
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第
十
号
書
式
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
三

条
関
係
）

第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）（平28会計規1・追加、平29会計規2・令元会計規1・一部改正）契約一覧表何年何月分しゅん工又は納施行又は納入件名又は品目契約年月日契約金額契約方式相手方住所氏名備考入期限場所円合計参考1この表は、1件100万円を超える契約について作成すること。2物品購入契約については、備考欄に品目別数量及び単価を記入すること。  
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